
事業

№ まちづくりの基本方向名 分野名 基本方針名 施策名 【総計】第３期事業 【予算】H30
予算額
(千円)

主要な施策の成
果に関する説明

書
(掲載ページ)

所管部局 担当課

1 埋蔵文化財発掘調査事業 埋蔵文化財発掘調査費 6,000 118 教育委員会 歴史文化財課

2 宅地開発等関連遺跡発掘調査事業 宅地開発等関連遺跡発掘調査費 69,542 118 教育委員会 歴史文化財課

3 史跡草津宿本陣整備事業 史跡草津宿本陣整備費 130 118 教育委員会 歴史文化財課

4 文化財保護助成事業 文化財保護助成費 1,620 118 教育委員会 歴史文化財課

5 史跡芦浦観音寺跡整備事業 史跡芦浦観音寺跡整備費 10,614 120 教育委員会 歴史文化財課

6
育児等支援家庭訪問事業（すこや
か訪問事業）

育児等支援家庭訪問費 9,170 44 子ども未来部 子育て相談センター

7 草津っ子サポート事業 草津っ子サポート事業費 624 44 子ども未来部 子ども家庭課

8 つどいの広場事業 つどいの広場事業費 8,576 44 子ども未来部 子育て相談センター

9 子育て支援センター運営事業 子育て支援センター運営費 26,809 44 子ども未来部 子育て相談センター

10 子育て支援拠点施設運営事業 子育て支援拠点施設運営費 36,386 44 子ども未来部 子育て相談センター

11 認知症施策推進事業 認知症施策推進費 1,056 158 健康福祉部 長寿いきがい課

12 認知症総合支援事業 認知症総合支援事業費 19,735 158 健康福祉部
長寿いきがい課

地域保健課

13 道路維持補修事業 道路維持補修費 563,180 82 建設部 道路課

14 道路パトロール事業 道路パトロール事業費 23,560 82 建設部 道路課

15 行政事務委託事業 行政事務委託料 98,112 20 まちづくり協働部 まちづくり協働課

16 草津市自治連合会活動補助事業 草津市自治連合会活動費補助金 120 20 まちづくり協働部 まちづくり協働課

17 コミュニティハウス整備補助事業
コミュニティハウス整備事業費補助
金

3,954 20 まちづくり協働部 まちづくり協働課

18 コミュニティ振興事業 コミュニティ振興費 9,395 20 まちづくり協働部 まちづくり協働課

19
コミュニティ活動初期備品整備補助
事業

コミュニティ活動初期備品整備事業
費補助金

180 20 まちづくり協働部 まちづくり協働課

20 自治会活動保険加入補助事業 自治会活動保険加入補助金 3,363 20 まちづくり協働部 まちづくり協働課

21 共同研究推進事業 共同研究推進費 2,000 16 総合政策部 草津未来研究所

22 アーバンデザインセンター運営事業 アーバンデザインセンター運営費 16,052 16 総合政策部 草津未来研究所

「活気」があふれるまちへ 情報・交流 多様な交流活動の展開

認知症対策の推進「安心」が得られるまちへ 長寿・生きがい
あんしんできる高齢期の生活
への支援

道路施設の長寿命化と維持管
理

基礎的コミュニティ活動の支援

産学公民との協働によるまち
づくりの展開

「活気」があふれるまちへ コミュニティ・市民自治 基礎的コミュニティの活性化

決算審査施策評価項目

「心地よさ」が感じられるまちへ 道路・交通 安全・安心な道路の整備

文化財の保護と活用の推進

子ども・子育て支援、ネットワー
クの充実

「人」が輝くまちへ

「安心」が得られるまちへ

市民文化 文化・芸術の振興

子ども・子育て 切れ目のない子育て支援



■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

市民文化

施策番号 文化・芸術の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

令和2年度

目標値 94

実績値 －

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた令和2年度の取組についての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

○

○

○

○

発掘調査をはじめとした各種の文化財調査を推進するとともに、市内に残る歴史資産の実態を解明し、その成果を公
表します。また、国指定史跡等の地域と一体となった保存整備、文化財指定の推進、伝承者への支援など積極的な保
存対策を講じます。

まちづくりの基本方針

分野

5－01－③ 基本方針

文化財の保護と活用の推進

93

94 －

文化財調査成果にもとづき、「琵琶湖の漁撈用具及び船大工用具」（１件）を国登録有形文化財（民俗）に指定すること
ができた。

これまでの調査により未指定文化財の価値等を把握することができた結果、新たに1件の文化財を文化財指定するこ
とができ、目標値である92件を超える成果をあげることができた。

90 93

（※基準値） 91 92

文化財指定件数（件）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

今後も継続して未指定文化財等、各種文化財調査を実施し、その価値等の把握に努めるとともに、歴史的・文化的に
価値がある文化財と判断されるものについては文化財指定し、保護に努めていくものとする。

主要事業 担当課 達成度評価理由

宅地開発等関連遺跡発掘調査事業 歴史文化財課
民間開発、公共事業等にかかる発掘調
査を行い、適切に文化財保護を図ること
ができた。

埋蔵文化財発掘調査事業 歴史文化財課
予定されていた発掘調査を行い、適切
に文化財保護を図ることができた。

各種文化財調査の実施に際しては、地元ならびに所有者の理解と協力が不可欠であることから、文化財保護に関する
関係者の意識の醸成が進んできたことの表れと思われる。

史跡草津宿本陣整備事業 歴史文化財課
史跡の保存活用にかかる基本的な方針
となる「史跡草津宿本陣保存活用計画」
の策定に着手した。

文化財保護助成事業 歴史文化財課
所有者が行う文化財保護事業に適切に
支援等行うことができた。

史跡芦浦観音寺跡整備事業 歴史文化財課

史跡内の環境整備を計画どおり進め、
適切な史跡管理を行うことができた。ま
た、今後の史跡の保存活用にかかる基
本的な方針となる「史跡芦浦観音寺保
存活用計画」を策定した。



■施策に含まれるその他の事業一覧

未指定文化財調査事業 歴史文化財課
事務事業 担当課

史跡野路小野山製鉄遺跡整備事業 歴史文化財課
文化財保護審議会運営事業 歴史文化財課
文化財保護推進事業 歴史文化財課
（仮称）歴史伝統館整備推進事業 歴史文化財課
文化財普及啓発事業 歴史文化財課

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

分　　野

前年度比

施　　策

　開発地内の数ヶ所で、遺構・遺物の有無やその深さ、内容等を把握する「試掘調査」を実施する。また、個人
住宅の建築等、営利が発生しない工事に起因して、埋蔵文化財に影響を及ぼす場合、遺跡が失われる部分に
ついて、公費にて「発掘調査」を実施し、図化・写真撮影などの手法により記録保存を行う。

　
　開発地内に埋蔵文化財が所在し、その開発により遺跡が失われる可能性がある場合、開発の事前に発掘調
査を実施し、遺構や遺物の図化・写真撮影などの記録保存を行い、後世に伝え残す。

その他 合計

　
・市内一円に所在する埋蔵文化財包蔵地１５３遺跡のうち、開発事業により失われる可能性がある遺跡の試掘
調査
・個人住宅等の建築にかかる試掘調査により遺跡が発見された場合に実施する発掘調査

6,000

事業の対象

予算・決算額

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

4

市債

4,500

国県

文化財保護費

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

事業の背景

内訳・詳細

当初予算の状況 決算の状況・実績

･社会保険料　（調査要員労災保険料）　　          3千円
･賃金（調査要員延１５５人）                      　　980千円
･需用費（消耗品費・燃料費・印刷製本費）　    259千円
･役務費（発掘調査報告書郵送料・し尿汲取り料）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   69千円
･委託料（出土遺物写真撮影業務）　            　113千円
･使用料及び賃借料（重機借上げ等）　　      2,576千円

　
　市内一円には埋蔵文化財包蔵地が１５３遺跡所在するが、個人住宅の建築や民間の開発事業、公共事業等
の実施によりこれらの埋蔵文化財が失われる可能性がある。

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

・社会保険料　（調査要員労災保険料）　　　 　5千円
・賃金（調査要員延２４２人）　　　　　　　　　1,621千円
・需用費（消耗品費・燃料費・印刷製本費）  344千円
・役務費（発掘調査報告書郵送料・し尿汲取り料)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  55千円
・委託料（出土遺物写真撮影業務）         　 162千円
・使用料及び賃借料（重機借上げ等）　    3,813千円

事業の目的

事業の内容
（取組）

合計

　
総
合
計
画

5

442 文化財調査費事務事業

款

項

目

1

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署
118

教育委員会事務局
歴史文化財課

市民文化

文化・芸術の振興

文化財の保護と活用の推進

一般会計

10 教育費

社会教育費
体
系

No.
項目名

1

予
算
科
目

会計

当初予算における区分  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

主要な施策の

成果　ページ
埋蔵文化財発掘調査費

基本方針

1,500

100%

1,500

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

◆平成２９年度
　事業費（千円） 3,975 1,326

合計合計

6,000

国県

4,500 5,301

75%

市債 その他 一般財源

国県 市債 その他 一般財源

3,000

当初予算では発掘調査の実施件数６件（延べ４２０.００㎡）、試掘調査４０件を想定していたが、
実績として発掘調査実施件数が２件（延べ１０５．２２㎡）、試掘調査件数３６件となったため、経
費減となった。

一般財源 国県市債 その他

一般財源

1,0004,000



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

　令和元年度より、南草津プリムタウン土地区画整理事業区域の利用が開始となり、今後は、区画整理事業
区域内の個人住宅建築が増加する。その大半は遺跡の所在地であることから、住宅建築の事前に発掘調
査が必要となる。
　令和元年度～６年度までの発掘調査件数は約３９０件を想定しており、調査に必要な国・県補助金等の財
源の確保が必要である。

3

4

4

成
果

4

4

調査を行い、歴史を解明する資料を得ることができた。

　開発行為の実施者より調査依頼があった試掘調査(全３６件）、発掘調査（全２件）について、すべての調査
を適正な時期、期間において実施し、埋蔵文化財の状況について情報収集を行うとともに、図化・写真撮影
などの手法により記録保存を行うことができた。

　埋蔵文化財包蔵地における発掘調査の必要性について、一定の理解が得られている。また、調査成果の
現地報告会や講演会は好評であり、調査の内容などを必要に応じて公表することによって、本市の歴史文
化への関心を深めることができている。

妥
当
性

4

発掘調査にかかる重機等の使用料については見積入札
による単価契約を締結しており、適正なコストにて実施し
ている。

開発事業が多いため、開発の事前の埋蔵文化財の記録
保存は継続する必要がある。

国県

6,000 2,000

・社会保険料（調査要員労災保険料）　　       　11千円
・賃　 金（調査要員延５３８人）                    3,611千円
・需用費 （消耗品費・燃料費・印刷製本費）     189千円
・役務費（し尿汲取り料)  　　                           28千円
・使用料及び賃借料（重機借上げ等）       　 4,161千円

4

3

効
率
性

4

3

3

4

継
続
性

4

2

必
要
性

4

4

3

評価の理由・評価に関する説明

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

3

個人住宅等の建築前に実施するものであり、貴重な歴
史資産の実態を把握するため必要である。

地方公共団体が埋蔵文化財包蔵地において必要な発
掘調査を行うことについて、文化財保護法に定めがあり
妥当性がある。

項　　　目評価

合計

8,000

３０年度比 133%

積算根拠

予算額
（千円）

一般財源その他市債



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

その他 一般財源

市道路課の事業実施に伴う柳遺跡発掘調査および予備調査費対応調査（２１００．０７㎡分）が
発生しなかったことによる経費減等

一般財源 国県

No.
項目名

2

予
算
科
目

会計

当初予算における区分

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署
118

教育委員会事務局
歴史文化財課

市民文化

文化・芸術の振興

文化財の保護と活用の推進

一般会計

合計合計

82,495

国県

53,727

一般財源

主要な施策の

成果　ページ
宅地開発等関連遺跡発掘調査費

基本方針

　
総
合
計
画

施　　策

10 教育費

社会教育費
体
系

分　　野1

市債

前年度比

市債

款

項

目  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

国県 市債 その他 一般財源

4

事業の対象
　
　埋蔵文化財発掘調査事業における試掘調査により遺跡が発見された場合に実施する民間の開発事業等に
かかる発掘調査

国県

文化財保護費

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

5

443 開発関連遺跡調査費事務事業

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

事業の背景

内訳・詳細

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

市債

69,542

　民間開発など、営利が発生する土木工事等に起因して、埋蔵文化財に影響を及ぼす場合、開発事業者から
の依頼を受け本市と契約し、事業者負担において遺構が失われる部分の発掘調査を実施し、図化・写真撮影
などの手法により記録保存を行う。

　
　開発地内に埋蔵文化財が所在し、その開発により遺跡が失われる可能性がある場合、開発の事前に発掘調
査を実施し、遺構や遺物の図化・写真撮影などの記録保存を行い、後世に伝え残す。

その他 合計

69,542 0 56,072 056,072

当初予算の状況 決算の状況・実績

【補記に記入】

事業の目的

事業の内容
（取組）

合計

　
　市内一円には埋蔵文化財包蔵地が１５３遺跡が所在するが、住宅の建築や民間の開発事業、公共事業等の
実施によりこれらの埋蔵文化財が失われる可能性がある。

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

【補記に記入】

予算・決算額

84%

82,495 0

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

◆平成２９年度
　事業費（千円）

その他

104%

53,727 0



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

53,714 0

・報酬　　       4,644千円       ・社会保険料　　                1,081千円　　 　・賃金　　     　23,621千円
・旅費　          　268千円　     ・需用費　                      　4,361千円　　　 ・役務費　   　     422千円
・委託料   　　 3,267千円    　 ・使用料及び賃借料         15,395千円 　　 ・備品購入費　　499千円
・負担金補助及び交付金　　  156千円

合計

53,714

国県

77%

一般財源その他市債

開発行為等の事前に実施するものであり、貴重な歴史
資産の実態を把握するため必要である。

地方公共団体が埋蔵文化財包蔵地において必要な発
掘調査を行うことについて、文化財保護法に定めがあり
妥当性がある。

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

継
続
性

4

3

成
果

3

効
率
性

評価

3
妥
当
性

4

項　　　目 評価の理由・評価に関する説明

必
要
性

4

4

4

調査を行い、歴史を解明する資料を得ることができた。

　開発行為の実施者より依頼のあった整理業務全件（５件）、本発掘調査全件（４件）について、すべてを適
正な時期、期間において実施し、適正な埋蔵文化財の情報収集や記録保存等を実施することができた。

4

3

2

4

　埋蔵文化財包蔵地における発掘調査の必要性について、一定の理解が得られている。また、調査成果の
現地報告会や講演は好評であり、調査の内容などを必要に応じて公表することによって、本市の歴史文化
への関心を深めることができている。

３０年度比

積算根拠

予算額
（千円）

　近年､市内における開発行為件数は減少せず、今後も各種民間開発等が継続的に計画されることが想定
され、開発行為の事前に行う発掘調査も併せて発生するものと考えられることから、調査要員の人材確保や
技術継承など実施体制の持続性が課題である。

3

4

4

3

4

発掘調査費用は、文化庁が示した積算標準に基づき、
本市の積算基準を定め実施しており、重機等の使用料
についても見積入札による単価契約を締結するなど、適
正なコストにて実施している。

開発事業が多いため、開発の事前の埋蔵文化財の記
録保存は継続する必要がある。

4



 ■ 補記 ※　各項目の枠内に記入しきれないときは補記欄に記入してください。その際は当該枠内に「補記に記入」と記してください。

■予算・決算状況
（当初予算の状況） （決算の状況・実績）

民間開発に伴う発掘調査事業６件 民間開発に伴う発掘調査事業４件
榊差遺跡ほか３遺跡発掘調査（区画整理）　８，８７３㎡榊差遺跡ほか３遺跡発掘調査（区画整理）　８，８７３㎡
柳遺跡発掘調査（道路課事業）　２４０㎡ 中畑遺跡発掘調査業務（集合住宅建設）　   １９７㎡
予備調査費３，０００㎡（１，０００㎡×２件、５００㎡×２件）矢倉口遺跡発掘調査業務（保育園建設）　   １９３㎡
計１２，１１３㎡ 宮西遺跡発掘調査業務（社会福祉施設建設）７５０㎡の

発掘調査に係る整理業務２件（坊主東遺跡・中畑遺跡） 表土掘削のみ
調査面積計　 １０，０１３㎡　　　ほか整理業務５件

報酬 （嘱託報酬） 千円 報酬 （嘱託報酬） 千円
社会保険料 千円 社会保険料 千円
賃金 千円 賃金 千円
旅費 千円 旅費 千円
需用費 千円 需用費 千円
役務費（調査報告書郵送料・し尿汲取り料 ） 千円 役務費（調査報告書郵送料・し尿汲取り料 ） 千円
委託料 千円 委託料 千円
使用料及び賃借料（重機借上等） 千円 使用料及び賃借料（重機借上等） 千円
備品購入費 千円 備品購入費 千円

合計 千円 合計 千円

429

56,072

184
28,212

19,073
810

69,542

751

262

5,616 3,717
422

15,003

33,015

4,283 2,452

4,606
1,047

4,606
1,126



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

一般財源 市債

6,165

合計

11,630

一般財源◆平成２９年度
　事業費（千円）

その他

6,202

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署
118

教育委員会事務局
歴史文化財課

市民文化

No.
項目名

3

予
算
科
目

主要な施策の

成果　ページ
史跡草津宿本陣整備費

基本方針款

項

目

1

文化・芸術の振興

文化財の保護と活用の推進

一般会計

10 教育費

社会教育費
体
系5 施　　策

　
　国指定史跡　草津宿本陣

市債国県

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

その他合計

　本市の歴史的シンボルであり、また、市が管理団体となっている史跡草津宿本陣のうち、これまで未整備で
あった区域の保存・整備を進め、史跡全体を公開活用に資することにより本市の歴史的特性である「街道のま
ち草津」を市内外に発信し、市民のふるさと意識の醸成を図る。

国県 市債

事業の対象

史跡草津宿本陣保存整備費事務事業

その他 一般財源

会計

 新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

分　　野
　
総
合
計
画

決算の状況・実績

・報償費　　39千円
　（保存活用計画策定懇話会委員謝礼　１回）
・旅 　費　　　6千円
　（保存活用計画策定懇話会委員旅費　１回）
・需用費　    7千円
　（保存活用計画策定懇話会運営消耗品等）

4 文化財保護費

当初予算の状況

事業の背景

当初予算における区分

事業の目的

事業の内容
（取組）

444

　
　令和元年度に史跡全体の今後の保存活用に向けた基本方針となる「保存活用計画」を策定すべく、「草津市
文化財保護審議会」に計画策定を諮問し、「史跡草津宿本陣保存活用計画策定懇話会」を開催した。

　当史跡は、草津市が文化財保護法上の管理団体であり、適切に保存活用を図り、次世代へ継承する必要が
ある。そのため、平成元年～７年度に現存建物等の整備工事（第１期）を実施し、平成８年度より整備完了区域
の一般公開を開始した。その後、未整備建物等の老朽化が進行し、平成１９～２９年度に史跡中央付近に現存
する蔵等の整備工事（第２期）を実施した。また、平成２７年３月に文化庁が史跡整備の新たな方針を示したこと
に伴い、平成３０年度より「保存活用計画」の策定に着手し、史跡全体の整備（第３期）に向けて取り組んでい
る。
（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

・報償費　104千円
　（保存活用計画策定懇話会委員謝礼　２回）
・旅 　費　　14千円
　（保存活用計画策定懇話会委員旅費　２回）
・需用費　  12千円
　（保存活用計画策定懇話会運営消耗品等）

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

国県

5,465

国県

5252予算・決算額

内訳・詳細

130

5,465

一般財源 合計

合計

11,667

市債 その他

当初は、懇話会を２回開催する予定をしていたが、国県と協議を行ったところ、令和元年度に
国庫補助対象として計画策定を行うため、平成３０年度は計画策定の準備に留めることとし、開
催回数を１回とした。

0%前年度比

130

1%

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

3

必
要
性

3

3

3

4

4

・報償費　　156千円（保存活用計画策定懇話会委員謝礼　３回分）
・旅　 費　　　86千円（保存活用計画策定懇話会委員旅費等）
・需用費　　　20千円（保存活用計画策定懇話会運営消耗品等）
・委託料　4,488千円（保存活用計画策定業務委託）

積算根拠

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

　平成８年度に史跡の一部において一般公開を始め、令和元年度に入館者数５０万人を達成した。今後
は、史跡の全体公開を目指し、令和元年度に「保存活用計画」、令和２年度以降に「整備基本計画」を策定
し、順次整備工事を実施していくこととしている。その中で、史跡を通して多くの方々に文化財に親しんでい
ただけるような整備や、学校教育の中でも伝統と文化に対する理解と愛情を育み、次世代へ引き継がれる
ような連携体制を整えていく。

4

4

「保存活用計画」の策定に向け、準備を進めることができ
た。

　平成２９年度に第２期整備を終え、平成３０年度は、史跡全体の整備に向けた「保存活用計画」の策定に
必要な史跡全体の現状把握などの準備を進めた。

　「市民意識調査」における回答の中で、都市イメージとして「街道文化の歴史豊かな宿場のまち」とする回
答が上位であり、史跡草津宿本陣を地域資源と考える回答も上位であることから、当該史跡に対する市民
の関心が高いと考えられる。また、「（仮称）草津市文化振興計画策定にかかる意識調査」でも、全体の６
０％が史跡を認知しており、６４．４％が「他市・他府県にお勧めできる」と回答している。さらに、草津宿街道
交流館が実施しているアンケートでは、「規模が大きく驚いた」や「滋賀の誇り」、「本陣の保存状態が良い」
といった意見もある。

合計

妥
当
性

評価の理由・評価に関する説明項　　　目

2

4

4

文化財は市民共有の宝であり、これを恒久的に保存し、
次世代に継承していくことは、市の責務であることから、
引き続き実施することが必要である。

市は、文化財保護法上に定める史跡草津宿本陣の管
理団体であり、その保存管理のために必要な措置を行う
義務がある。

評価

4,750

３０年度比 3654%

予算額
（千円）

一般財源その他市債

4

継
続
性

4

4

補助金の採択を受けられなかったことから、計画策定を
翌年度に持ち越すことになったが、準備会議を開催する
ことができ、翌年度の計画策定作業を進めやすくなっ
た。

平成元年度から史跡内の建造物を中心に工事を実施し
常時公開を行っている。今後も、継続して保存・整備工
事等を進め、史跡全体の公開と活用を行うことで草津の
更なる魅力発信につながる。

成
果

4

4

国県

2,356 2,394

3

効
率
性

2



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

　
　各種指定文化財を適切に保存・管理し、将来に継承していくためには多額の費用が必要となる。こうした費用
は所有者、管理者の負担となるため、支援が必要である。

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

　
　各種の国・県・市指定文化財

内訳・詳細

当初予算の状況 決算の状況・実績

事業の対象

事業の目的

事業の内容
（取組）

事業の背景

一般財源

・建造物保存管理補助金
　　（警報設備保守点検・小修理等）
                                                ９団体　384千円
・民俗文化財保存育成補助金（サンヤレ踊り等）
                                              １０団体　730千円
・史跡指定地、天然記念物管理補助金
                                                ５団体　506千円

合計

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

　草津市文化財保存事業補助金交付要綱に基づき、所有者・管理者の申請を受けて、補助金を交付した。
実施した補助事業の内容は次のとおり。
 ・建造物の防火施設保守点検、小修理に対する補助　　・無形民俗文化財の保存育成に対する補助
 ・史跡指定地の管理に対する補助　　　　　　　　　　　　　 ・天然記念物の保存管理に対する補助

　
　各種指定文化財の適切な保存管理や育成・活用を図る事業に対して、補助金を交付し、指定文化財の良好
な保存伝承を図る。

その他 国県 市債 その他

1,469

一部、事業の計画変更や取りやめにより減額が生じた。

予算・決算額

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

99%

一般財源合計

1,644

国県 市債 その他

1,486

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署

分　　野

主要な施策の

成果　ページ
文化財保護助成費

基本方針

施　　策
体
系

No.
項目名

4

予
算
科
目

会計

款

項

目

1

10

4

　
総
合
計
画

5

文化財保護費  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他
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◆平成２９年度
　事業費（千円） 1,486

合計

文化財の保護と活用の推進

一般会計

教育費

社会教育費

451 文化財保護推進費事務事業

当初予算における区分

市民文化

文化・芸術の振興

市債国県 一般財源合計

1,4691,620

・建造物保存管理補助金
　　（警報設備保守点検・小修理等）
                                                     ８団体　357千円
・民俗文化財保存育成補助金（サンヤレ踊り等）
                                                   １０団体　676千円
・史跡指定地、天然記念物管理補助金
                                                     ４団体　436千円

前年度比

1,620

99%

国県 市債 その他 一般財源

1,644



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

3

3

3

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

　指定文化財所有者・管理者の高齢化等に伴い、文化財が適切に保存管理できない状況になることが懸
念されており、今後の管理体制を検討する必要がある。

3

3

2

成
果

妥
当
性

3
指定文化財の保護は、法令により定められているもの
で、所有者等の保存管理の取組について、補助すること
は妥当である。

3

4

3

3

2

所有者等の申請に基づき、事業内容を審査して、適切
な取組の内容を決定するため、効率的に事業を執行で
きる。

指定文化財の保存管理、保存育成は継続的に取り組む
必要がある。

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

継
続
性

3

3

指定文化財を適正に保存管理し、次世代に継承するた
めには必要である。

評価 評価の理由・評価に関する説明

必
要
性

2

2

3

効
率
性

3

項　　　目

1,804

・建造物保存管理補助金（警報設備保守点検・小修理等） ８団体　476千円
・民俗文化財保存育成補助金（サンヤレ踊り等）               ９団体　803千円
・史跡指定地、天然記念物管理補助金                          ５団体　525千円

合計

1,804

３０年度比 111%

一般財源その他

指定文化財の修理や点検等を実施し、適切な保存管理
に成果を上げている。

　指定文化財の保存管理・保存育成のために、所有者等が実施する取組に対して、補助することにより、事
業主の負担が軽減され、文化財の適切な保存管理を図ることができた。

　補助事業により指定文化財が適切に保存管理されることについて、市民は肯定的に受け止めている。ま
た、指定文化財の保存管理にかかる経費は、全額公費によって行われているものと考えている市民も一定
数いる。

積算根拠

予算額
（千円）

市債国県



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

　当史跡は、草津市が文化財保護法上の管理団体であり、史跡の適切な保存活用等を図り、次世代へ継承す
るため、平成３０年度、史跡の保存活用の方針を定める「史跡芦浦観音寺跡保存活用計画」を策定した。今後
当計画に基づき所有者の理解と協力を得て史跡全体の整備にかかる基本方針を定め、史跡内の整備工事を
順次実施する必要がある。

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

　国指定史跡　芦浦観音寺跡

内訳・詳細

当初予算の状況 決算の状況・実績

保存活用計画策定業務について、国庫補助対象事業として4,840千円の当初予算計上を行っ
たが、国の予算化の中で補助対象事業費を2,097千円に減額されたことから、事業内容の見直
し等を行い、国庫補助の範囲内での執行となるよう調整を行ったため、減額が生じた。

一般財源市債 その他 一般財源◆平成２９年度
　事業費（千円） 3,262 713

合計

芦浦観音寺管理運営費

文化財保護費

分　　野

10

一般会計

教育費

社会教育費

2,417

国県

4

【補記に記入】 【補記に記入】

5,095

合計

事業の対象

事業の目的

事業の内容
（取組）

事業の背景

一般財源合計

予算・決算額

市債

事務事業

No.
項目名

5

予
算
科
目

会計

款

項

目

1

5

451

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署

 新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他
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主要な施策の

成果　ページ
史跡芦浦観音寺跡整備費

基本方針

施　　策

当初予算における区分

体
系

市民文化

文化・芸術の振興

文化財の保護と活用の推進

　
総
合
計
画

897

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

　史跡の今後の保存活用に向けた基本方針となる「保存活用計画」を策定すべく、教育委員会が「史跡芦浦観
音寺跡保存活用計画策定懇話会」の意見を参考に素案を作成し、「草津市文化財保護審議会」の審議・答申
を受けて計画を策定した。また、史跡の適切な保存を図るため境内の除草などの環境整備を実施した。

　
　史跡を良好な状態で適切な保存管理を図るとともに、広く公開活用できるよう管理・整備を行う。

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

その他

2,059

206%

10,614

国県 市債 その他

8,2026,138

255%

一般財源

1,048

前年度比

2,059

合計

4,159

国県 市債 その他

3,975

国県

3,262



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

　今後、史跡芦浦観音寺跡の一体的な保存や活用を円滑に進めるためには、所有者と管理団体である草
津市に加え、地域の住民や関係団体などが連携した体制の構築が必要である。

【補記に記入】

必
要
性

3

3

　「保存活用計画」を策定し、今後この史跡を適切に整備、活用していくための基本的な方針を定めることが
でき、史跡を継承していく礎を築くことができた。

　「保存活用計画」の策定にあたり、パブリックコメントを実施したことで、史跡の活用について、説明板や観
音寺所有の文化財を収蔵・展示することができる施設が必要であるという意見や、境内地建物の早急な修理
を求める声などを聞くことができた。

4

3

3

成
果

妥
当
性

4

4

4

今後、史跡を保存・活用するための方向性となる「保存
活用計画」を策定することができた。

4

4

4

計画策定にあたっては、国の補助金を受けているため、
国が示す方針のもと、有識者や所有者、団体代表で構
成される懇話会にて意見を聴取し、草津市文化財保護
審議会に諮問し答申を受ける手法により実施した。

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

4
市は、文化財保護法上に定める史跡芦浦観音寺跡の管
理団体であり、その保存管理のために必要な措置を行う
義務がある。

4

4

4

2

効
率
性

継
続
性

4 現在は、史跡全域が未整備であり、建造物の老朽化等
が進行していることから、継続して計画策定および整備
工事等を継続する。

3

文化財は市民共有の宝であり、これを恒久的に保存し、
次世代に継承していくことは、市の責務であることから、
継続的に実施することが必要である。

項　　　目評価

国県

2,986 8,837

積算根拠

予算額
（千円）

合計

11,823

３０年度比 111%

一般財源その他市債

評価の理由・評価に関する説明



 ■ 補記 ※　各項目の枠内に記入しきれないときは補記欄に記入してください。その際は当該枠内に「補記に記入」と記してください。

■予算・決算状況
当初予算の状況 決算の状況・実績
・史跡芦浦観音寺跡環境整備業務（5,774千円） ・史跡芦浦観音寺跡環境整備業務（6,081千円）
役務費 6千円 役務費 8千円
（1回分） （1回分）

委託料 5,768千円 委託料 6,073千円
（環境整備業務　7回分） （環境整備業務　7回分）

・史跡芦浦観音寺跡保存活用計画策定業務（4,840千円）・史跡芦浦観音寺跡保存活用計画策定業務（2,121千円）
報償費 208千円 報償費 162千円
（保存活用計画策定委員謝礼　3回分） （保存活用計画策定委員謝礼　3回分）

旅　 費124千円 旅　 費60千円
（保存活用計画策定委員旅費　3回分） （保存活用計画策定委員旅費　3回分）

需用費 26千円 需用費 74千円
（保存活用計画策定懇話会運営消耗品等） （保存活用計画策定懇話会運営消耗品等）

委託料 4,482千円 委託料 1,817千円
（保存活用計画策定業務委託） （保存活用計画策定業務委託他）

使用料及び賃借料 8千円
（先進地視察に伴う通行料　1回分）

■事業実施効果および課題、将来展望
※令和元年度の予算措置
・史跡芦浦観音寺跡環境整備業務（5,781千円）
役務費 6千円
（1回分）

委託料 5,775千円
（環境整備業務　7回分）

・史跡芦浦観音寺跡整備基本計画策定業務（6,042千円）
報償費 182千円
（整備基本計画策定懇話会委員謝礼　4回分）

旅　 費120千円
（整備基本計画策定懇話会委員旅費　4回分）

需用費 26千円
（整備基本計画策定懇話会運営消耗品等）

委託料 5,714千円
（整備基本計画策定業務委託）



■施策評価シート
「安心」が得られるまち

へ

子ども・子育て

施策番号
切れ目のない子育て支

援

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

令和2年度

目標値 4,345

実績値 －

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた令和2年度の取組についての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

〇

〇

〇

〇

〇

子育て支援センターやつどいの広場等を通じて子育て支援に係る様々な情報や、交流の場を提供するとともに、これを
支える関係団体等のネットワークを強化します。

まちづくりの基本方針

分野

6－01－③ 基本方針

子ども・子育て支援、ネットワークの充実

4,182

3,249 －

ファミリー・サポート・センターの活動件数は前年度より増加したが、目標値を下回った。しかし、依頼会員の登録者数は
増加しており、需要の伸びが見られる。また、（地域）子育て支援センターやつどいの広場、児童館の利用状況から、子
育て相談や交流など、子育て支援の場の充実に対するニーズは高いと言える。

ファミリー・サポート・センターの提供会員の増加を図るため、HPや広報、町内会への回覧等で周知を行った。また、（地
域）子育て支援センターやつどいの広場、児童館の運営により、親子が気軽に相談や交流ができる場を提供し、子育て
に関する不安の軽減を図ることができた。

2,895 2,968

（※基準値） 3,849 4,061

ファミリー・サポート・センター活動件数（件）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

引き続きファミリー・サポート・センターの提供会員の増加に努めるとともに、子育て支援施設の運営により、子育て支援
の場の充実を図る。また、子育て応援サイトとアプリを活用し、子育て情報の発信機能の強化を行うとともに、子育て支
援機関とのネットワークや事業間の連携を図る。

主要事業 担当課 達成度評価理由

草津っ子サポート事業 子ども家庭課
定期的に事業の案内を行い、サポートを
必要とする家庭に対して育児への負担軽
減を図ることが出来たため。

育児等支援家庭訪問事業（すこやか訪問事業） 子育て相談センター

先方の都合により訪問ができないケース
を除いて、対象となる家庭に対して保育
士が訪問し、子育てに関する情報提供お
よび養育環境の確認を行うことができた
ため。

 

つどいの広場事業 子育て相談センター
市内2カ所で延べ12,244人の利用があり、
親子が気軽に相談や交流ができる場を提
供することができたため。

子育て支援センター運営事業 子育て相談センター

子育てをしている親子の交流等の支援を
通じて、子育ての不安を緩和し、子どもの
健やかな育ちを促進することができたた
め。

子育て支援拠点施設運営事業 子育て相談センター

子育てをしている親子の交流等の支援を
通じて、子育ての不安を緩和し、子どもの
健やかな育ちを促進することができたた
め。



■施策に含まれるその他の事業一覧

児童福祉援護事務 子ども家庭課
事務事業 担当課

児童館運営事業 子育て相談センター
子育て支援会議運営事業 子ども・若者政策課
子育て支援事業 子育て相談センター
結婚新生活支援事業 子ども・若者政策課
家庭教育推進事業 生涯学習課
養育支援訪問事業 子育て相談センター

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

100%

市債 その他 一般財源

国県 市債 その他 一般財源

外国語通訳や手話通訳を必要とする訪問対象家庭が、予算見積件数よりも少なかったため差
異が生じているが、全体の予算執行率は９８．７％であり、事業の進捗としても対象者へ適切に
訪問を行うことができた。
・外国語通訳　予算１０回　実績３回　・手話通訳　予算４回　実績０回

一般財源 国県市債 その他

一般財源

9,0499,0499,170

99%

9,298

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

◆平成２９年度
　事業費（千円） 9,042

合計合計

9,298

国県

9,042

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署
44

子ども未来部
子育て相談センター

子ども・子育て

切れ目のない子育て支援

子ども・子育て支援、ネットワークの充実

一般会計

3 民生費

児童福祉費
体
系

No.
項目名

6

予
算
科
目

会計

当初予算における区分  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

主要な施策の

成果　ページ
育児等支援家庭訪問費

基本方針

　
総
合
計
画

2

148 児童健全育成事業費事務事業

款

項

目

1

予算・決算額

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

1

市債国県

児童福祉総務費

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

事業の背景

内訳・詳細

当初予算の状況 決算の状況・実績

・報酬　6,264千円（職員３名）
・社会保険料　1,012千円　・旅費　242千円
・消耗品費　1,342千円
（うちブックスタート用絵本購入費　1,306千円）
・燃料費　43千円　・修繕料　120千円
・通信運搬費　8千円　・手数料　18千円

　安心して子育てのできるまちづくりをめざし、市長のマニフェスト事業として、平成２０年１０月から生後６か月
頃の乳児がいる家庭に対して保育士による訪問事業を開始した。当初、子育て支援課の事業としてスタート
し、平成２８年度に健康増進課内に子育て相談センターが設置されたのを機に、新生児訪問事業と密に連携
を取ることができるように所管を変更し、その後平成３０年４月に子育て相談センターを新たな所属として位置づ
け継続して事業を実施している。

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

・報酬　6,334千円（職員３名）
・社会保険料　1,012千円　・旅費　242千円
・消耗品費　1,312千円
（うちブックスタート用絵本購入費　1,300千円）
・燃料費　50千円　・修繕料　113千円
・通信運搬費　10千円　・手数料　93千円
・使用料及び賃借料　4千円

事業の目的

事業の内容
（取組）

合計

分　　野

前年度比

施　　策

　【補記に記入】

　
　子育て家庭に対して必要な相談支援や情報提供を行い、安心して子育てができる状態にする。

その他 合計

　
　生後６か月頃から1歳未満の乳児のいるすべての家庭を対象とする（在園乳児等は除く）。

9,170

事業の対象



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

合計

9,667

３０年度比 105%

積算根拠

予算額
（千円）

一般財源その他市債

評価の理由・評価に関する説明

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

4

絵本に触れ合う機会を持っていただくブックスタート事
業は保護者からも好評価をいただいており、訪問時の雰
囲気を柔らげ、保護者の不安や悩みを引き出しやすい
利点がある。

草津市子ども・子育て支援事業計画の中で、乳児家庭
全戸訪問事業の名称で、法定の生後４か月までの乳児
のいる家庭訪問（助産師・保健師による）に加えて、市の
独自事業として位置づけを行っている。

項　　　目評価

4

3

効
率
性

3

3

3

3

継
続
性

3

3

必
要
性

4

3

3

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

　今後も核家族化や地域コミュニティの希薄化が進むと考えられることから、訪問という形で乳児の健康状態
や保護者の心身の状況、養育環境の把握等を行える当該事業の手法は、非常に有効であると判断してい
る。このことから、今後も継続的に当該事業を実施すべきものと考える。

3

4

1

成
果

4

4

受益者からはおおむね好評価をいただいており、費用
対効果についても適正であると判断している。

　訪問の実績は、対象数１，２４９件に対して訪問数１，１２５件(年度繰り越し１３件を含まない、訪問率９０．
１％）であったが、訪問を拒否された家庭に対しても、乳幼児健診担当者や学区担当者等と情報連携をす
ることで、いずれの段階かで市の担当者と接触を持てるよう努めており、子育て家庭が安心して子育てがで
きるようにするという事業目的に大きく寄与することができた。

　訪問をした家庭からは、「話すことでストレス発散になった」、「悩みを聞いてもらえて良かった」、「遊び場や
イベントの情報など、自分の知らない情報が聞けて良かった」、「絵本のプレゼントと読み聞かせをしてもらえ
て良かった」等、おおむね好評価をいただいている。

妥
当
性

1

予算の大半が人件費であるが、午前・午後ともにフル回
転で訪問している状況であり、コストの削減は困難であ
る。受益者負担はない。

対象者が更新されることから、継続的な事業効果を求め
るためには、継続して事業を実施する必要がある。ま
た、コミュニティの希薄化が進展する社会状況を考える
と、今後さらに事業の必要性は高まると考えられる。

国県

3,000 6,667

・報酬　6,510千円（職員３名）　・社会保険料　1,051千円　・旅費　324千円
・消耗品費　1,591千円（うちブックスタート用絵本購入費　1,580千円）
・燃料費　67千円　・修繕料　20千円
・通信運搬費　10千円　・手数料　90千円
・使用料及び賃借料　4千円



 ■ 補記 ※　各項目の枠内に記入しきれないときは補記欄に記入してください。その際は当該枠内に「補記に記入」と記してください。

■事業概要（実施内容）欄中、「事業の内容（取組）」の記載については、以下のとおりです。
　保育士が電話等で直接連絡をとり、対象家庭を訪問した。訪問時にはブックスタート事業として絵本の読み聞かせと
プレゼント（２冊）を行うとともに、育児相談や子育て支援に関する情報提供を行うことで、安心して子育てができる
環境づくりに寄与した。
また、当該事業は、生後４か月未満の乳児のいる家庭へ助産師もしくは保健師が訪問する新生児訪問事業とセット
で行っており、新生児訪問事業でのアセスメントや訪問時の養育環境の確認等を通して、早期に支援が必要な家庭
の発見にも努めた。



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

115%

109

市債 その他 一般財源

国県 市債 その他 一般財源

平成２９年度に利用が増加したことをもとに当初予算額を見込んだが、結果、見込みほど利用
が伸びなかったため。

一般財源 国県市債 その他

一般財源

66 321387515

38%

300 1,358

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

◆平成２９年度
　事業費（千円） 56 281

合計合計

1,658

国県

337

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署
44

子ども未来部
子ども家庭課

子ども・子育て

切れ目のない子育て支援

子ども・子育て支援、ネットワークの充実

一般会計

3 民生費

児童福祉費
体
系

No.
項目名

7

予
算
科
目

会計

当初予算における区分  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

主要な施策の

成果　ページ
草津っ子サポート事業費

基本方針

　
総
合
計
画

2

148 児童健全育成事業費事務事業

款

項

目

1

予算・決算額

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

1

市債国県

児童福祉総務費

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

事業の背景

内訳・詳細

当初予算の状況 決算の状況・実績

・需用費（利用券付チラシ作成費）　 　30千円
　23円×1,220枚×108％＝30,304円
・委託料　                              　    357千円
　2,500円/1ｈ×108％×132ｈ＝356,400円

　
　核家族化や地域とのつながりの希薄化等により、家庭や地域における子育て機能が低下し、子育てに対して
不安や負担を抱えている保護者が増加している。特に出産直後の育児と家事の両立は負担が大きい。

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

・需用費（利用券付チラシ作成費）　　　31千円
　23円×1,220枚×108％＝30,304円
・委託料　                               　　  593千円
　2,500円/1ｈ×108％×1,220世帯×6ｈ×3％
　＝592,920円

事業の目的

事業の内容
（取組）

合計

分　　野

前年度比

施　　策

　草津市在住で出産された家庭や１歳未満の子どもがいる家庭が転入された時に６時間分の利用券を配布す
る。
　対象家庭が家事や育児の手助けを必要とする場合に事業委託先の事業所に直接連絡し、日程調整のうえ１
時間あたり500円の利用負担によりヘルパー派遣を受ける。（子どもが１歳の誕生日を迎える前日まで利用可
能）

　
　家事や育児に対して不安や負担が生じ、子育て家庭の孤立化が生じやすい時期に、保護者の身体的およ
び精神的負担を軽減することを目的に、誰もが子どもを産み育てやすい環境を整えることを促進する。

その他 合計

　１歳未満の子どもがいる家庭

624

事業の対象



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

合計

631

３０年度比 101%

積算根拠

予算額
（千円）

一般財源その他市債

評価の理由・評価に関する説明

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

4

子育て期における保護者の負担度には幅があるが、特
に家にこもりがちな乳幼児期において、頼りたい時に頼
れる環境を整えておくことで、家庭の孤立感の低減を図
ることができる。

民間において類似するサービスがあるが、この事業のよ
うな安価な利用者負担のものはない。また、市の総合計
画上に位置づけられている。

項　　　目評価

3

3

効
率
性

3

4

3

3

継
続
性

3

3

必
要
性

3

2

3

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

　日中に一人で子育てをしている家庭では、外出時以外は大人と会話することが少なく、上記のとおり、利
用者意見として家事サービスの合間にでも会話ができて、ストレスがうまく発散できたという保護者もいたこと
から、令和元年度からサービスメニューに「育児相談」を加えた。
　引き続き、家事や育児の支援内容についてニーズの把握を進め、サービスの見直しを考えていく。

3

3

3

成
果

3

3

利用実績は前年度以上で、利用者からは好評である。

　対象家庭全体からみた利用率は低いが、サービスを利用した家庭においては、子育て中の保護者の身
体的、精神的負担の軽減につながるとともに、支援を要する家庭の早期発見にもつながった。
・利用実績
　５６世帯　１３２時間

　他のサービス利用や家族間で家事や育児をこなそうとする家庭もあり、草津っ子サポートを利用しない家
庭も多い。
　一方、サービスを利用した家庭からは、家事の負担が減り、助かったという声が多く、中には「誰かがそば
にいてくれるだけでイライラせず、気持ちが落ち着いた」、「話を聞いてくれてすっきりした」という意見もあり、
潜在的なニーズがあることも認められた。
　また、草津っ子サポート事業の利用がきっかけで、引き続き、民間の家事、育児サービスの利用へ移行し
たケースもあった。

妥
当
性

1

事業説明や利用券の配布は、出産や転入などの児童
手当の手続きの際にあわせて行うなど、利用者の負担を
減らしている。また、子育ての不安や負担感をやわらげ
るための導入として、公の負担は６時間までとしており、
補助として加重ではない。

社会変化の中にあっても安心して子育てができる環境
づくりにかなっている。また、事業を継続することで利用
経験者からの口こみ等により、次の利用が期待できる。

国県

108 523

・需用費（利用券付チラシ作成費）　34千円　26円/1枚×1,200枚×108％＝33,696円
・委託料　589千円
　2,500円/1ｈ×108％×1,200世帯×6ｈ×3％×1/2＝291,600円
　2,500円/1ｈ×110％×1,200世帯×6ｈ×3％×1/2＝297,000円
・使用料及び賃借料（駐車場）　8千円　100円/0.5ｈ×2.5ｈ×15回＝7,500円



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

2,615

修繕料、備品購入費は必要がなかったことから未執行。委託料は端数処理の関係で表記上1
千円未執行であるが、予算どおり執行した（全体の予算執行率は９８．２％）。利用者見込み数
は、子ども・子育て支援事業計画からの数字となるが、全体の見込み数を保育面積や運営時
間等を係数として機械的に案分した数字を採用していることから、実績数とは大きく乖離する結
果となった。昨年度対比では実績合計数は微増となっている。

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

　子ども・子育て支援法第５９条に定める地域子ども・子育て支援事業のうち、地域子育て支援拠点事業の一
形態である「ひろば型」の支援施設を運営する事業。平成１９年に直営事業として週５日で開始し、その後委託
事業へ移行するとともに、市内で最大４施設に運営を拡大したが、子育て支援拠点施設の整備等により子育て
支援施設を中学校圏域に１か所に統廃合・整理する方針から平成２９年度末に２施設を廃止し、現在は市内２
か所の施設運営を実施している。

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

　
　おおむね３歳未満の未就園児とその保護者を対象とする。

内訳・詳細

当初予算の状況 決算の状況・実績

・委託料　8,425千円

利用者実績 まめっこ 8,896人（平成２９年度  8,056人）
　　　　　　　　 くれよん 3,348人（平成２９年度  3,793人）
　　　　　　　　 合計　  12,244人（平成２９年度11,849人）
【平成２９年度　参考】
ぽけっと　8,748人　とまとっこ　6,228人

前年度比

事業の対象

事業の目的

事業の内容
（取組）

事業の背景

一般財源

・修繕料        　50千円
・委託料　    8,426千円
・備品購入費　100千円

利用者見込み　まめっこ　 13,212人
　　　　　　　　　 　くれよん    5,335人
　　　　　　　　　　 合計　　   18,547人

合計

予算・決算額

市債

5,616

国県 一般財源

5,810

1

　
総
合
計
画

2
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No.
項目名

8

予
算
科
目

会計

款

項

目

1

3

児童福祉総務費

分　　野

主要な施策の

成果　ページ
つどいの広場事業費

基本方針

施　　策

当初予算における区分

体
系

子ども・子育て

切れ目のない子育て支援

子ども・子育て支援、ネットワークの充実

一般会計

民生費

児童福祉費

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署

 新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

44
子ども未来部

子育て相談センター

◆平成２９年度
　事業費（千円） 11,232 5,977

合計

合計

8,4252,960

51%

一般財源

国県 市債 その他

合計

16,669

国県

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

　委託事業により、草津タワー１１１の１階に「まめっこ」、長寿の郷ロクハ荘に「くれよん」を開設して、未就園児と
その保護者の行き場づくりや、相談による子育て不安の軽減に努めた。また、広場で親子同士が知り合う機会
を提供することで、個人のネットワークづくりに寄与した。

 
　未就園児とその保護者に親子交流の場を提供し、安心して子育てができる状態にする。また、悩みを持つ保
護者に気軽に相談をいただくことで、子育ての不安を軽減する。

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

その他

市債 その他

49%

8,576

17,209

国県 市債 その他 一般財源

11,046 5,623



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

3

3

3

委託事業であり、直営でかかる人件費と比較すると効率
的であるといえる。コスト削減については、委託料の削減
により実現は可能であるが、現在の委託料でも運営費に
余剰は出ておらず、委託料の削減により受託業者の喪
失やサービスの質の低下につながる可能性は高い。

対象者が時間経過とともに変わることから、事業効果を
得るためには、継続して事業を実施する必要がある。ま
た、コミュニティの希薄化が進展すると、他の子育て親子
と交流できる場として今後も貴重なインフラとなる。

必
要
性

4

3

2

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

4

親子が交流できる場所であり、未就園で行き場が少ない
親子の受け皿となっている。また、比較的小規模である
ことから、施設の雰囲気や利用者への支援等において、
他の支援施設との差別化も図れている。

子ども・子育て支援法で定める地域子ども・子育て支援
事業のうち地域子育て支援拠点事業に該当。草津市子
ども・子育て支援事業計画の中でも、法定事業としての
位置づけがなされている。

3

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

　経費の見直しや機能集約等の観点から、１中学校圏域に１か所の子育て支援施設へ統廃合を行う方針と
しており、今後、「（仮称）市民総合交流センター　子育て支援拠点施設」が草津中学校区に開設することを
受けて、同学区にある「まめっこ」を令和元年度末に閉鎖する。なお、「くれよん」については、ロクハ荘での
事業実施という立地条件を生かし、高齢者を交えたイベント企画を実施する等、利用者を増やす工夫を行
いながら、今後も高穂中学校区の子育て支援施設として継続して運営を実施していく。

4

2

1

成
果

妥
当
性

4

3

4

草津市子ども・子育て支援事業計画の見込み値から考
えると利用実績は未達成の状況であるが、昨年度からは
若干の利用増となっている。利用者からは親子で行く場
所ができる等の理由から、好評をいただいている。

　未就園児とその保護者が自宅に閉じこもることなく、外へ出て交流をする機会となる場を提供している事業
であり、コミュニティの希薄化や、子育て世代の転入者が多い本市の特性を考えると、地域の親子とつなが
る機会にもなっていると考えられ、子育て世代の不安の軽減に寄与している。また、子育てに関する情報収
集や、スタッフや利用者同士で気軽に相談をいただける環境を整えることで、子育てに関して有益な情報を
得ていただきながら、子育ての悩みを軽減する場にもなっていると考えられる。利用者実績については、計
画の利用者見込み値には大きく達していないものの、対平成２９年度実績では３％増となっており、十分と
は言えないが一定の成果を挙げたと評価している。

　未就園児を連れて遊びに行ける施設として、おおむね好評をいただいている。他の子育て支援施設に比
べて小規模であることから、アットホームな雰囲気を評価いただいている声も多い。また、定期的にイベント
を実施しており、そのイベントを楽しみにしておられる親子も多い。

4

3

3

効
率
性

継
続
性

3

項　　　目評価 評価の理由・評価に関する説明

・消耗品費　4千円　・修繕料　50千円　・委託料　8,614千円　・備品購入費　100千円
利用者見込み　まめっこ　6,911人　くれよん　 5,581人　合計　12,492人
（計画策定時は「まめっこ」を令和元年度途中で閉鎖する計画であったことから、平成３０年度の数字と比較
すると小さな見込み数となっている。）

合計

8,768

３０年度比 102%

一般財源その他市債国県

5,810 2,958

積算根拠

予算額
（千円）



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

100%

1,500

市債 その他 一般財源

国県 市債 その他 一般財源

15,902

地域子育て支援センターの委託料を国の補助金ベースで予算計上していたことから、実際の
委託料との差異778千円が生じたが、全体の予算執行率は９４．６％であり、予算に沿った執行
ができた。利用者見込み数は、子ども・子育て支援事業計画からの数字となるが、全体の見込
み数を保育面積や運営時間等を係数として機械的に案分した数字を採用していることから、実
績数とは少し乖離している部分もあるが、平成２９年度対比では実績合計数は微増となった。

一般財源 国県市債 その他

一般財源

1,500 7,96025,3629,625

101%

110 10,867

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

◆平成２９年度
　事業費（千円） 15,684 9,766

合計合計

26,583

国県

15,606 25,450

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署
44

子ども未来部
子育て相談センター

子ども・子育て

切れ目のない子育て支援

子ども・子育て支援、ネットワークの充実

一般会計

3 民生費

児童福祉費
体
系

No.
項目名

9

予
算
科
目

会計

当初予算における区分  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

主要な施策の

成果　ページ
子育て支援センター運営費

基本方針

　
総
合
計
画

2
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款

項

目

1

予算・決算額

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

1

市債

15,684

国県

児童福祉総務費

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

事業の背景

内訳・詳細

当初予算の状況 決算の状況・実績

【補記に記入】

　子ども・子育て支援法第５９条に定める地域子ども・子育て支援事業のうち、地域子育て支援拠点事業の一
形態である「センター型」の支援施設を運営する事業。平成７年に直営で草津中学校区に１か所、委託で松原
中学校区に１か所の地域子育て支援センターを開設し、平成２３年に直営分を地域子育て支援センターから子
育て支援センターに変更するとともに現在の場所に移設した。また、平成２４年には委託により老上中学校区に
新たな地域子育て支援センターを開設した。

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

【補記に記入】

事業の目的

事業の内容
（取組）

合計

分　　野

前年度比

施　　策

　松原中学校区での地域子育て支援センターの運営を認定こども園みのりへ、老上中学校区の地域子育て支
援センターの運営をくさつ優愛保育園モンチへ委託するとともに、子育て支援センターぽかぽかタウンの運営
を直営で実施し、未就学児とその保護者の行き場づくりや、相談による子育て不安の軽減に努めた。また、広
場で親子同士が知り合う機会を提供することで、個人のネットワークづくりに寄与した。

　
　未就学児とその保護者に親子交流の場を提供し、安心して子育てができる状態にする。また、悩みを持つ保
護者に気軽に相談をいただくことで、子育ての不安を軽減する。

その他 合計

　
　未就学児とその保護者を対象とする。

26,809

事業の対象



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

合計

26,993

３０年度比 101%

積算根拠

予算額
（千円）

一般財源その他市債

評価の理由・評価に関する説明

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

4

親子が交流できる場所であり、未就学で行き場が少ない
親子の受け皿となっている。保育士配置を必須としてい
ることから、つどいの広場に比べてより専門的な相談に
対応できる。

子ども・子育て支援法で定める地域子ども・子育て支援
事業のうち地域子育て支援拠点事業に該当。草津市子
ども・子育て支援事業計画の中でも、法定事業としての
位置づけがなされている。

項　　　目評価

3

3

効
率
性

3

3

3

3

継
続
性

3

3

必
要
性

4

3

2

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

　経費の見直しや機能集約等の観点から、１中学校圏域に１か所の子育て支援施設へ統廃合を行う方針と
しており、今後、「（仮称）市民総合交流センター　子育て支援拠点施設」が草津中学校区に開設することを
受けて、同学区にある「子育て支援センター　ぽかぽかタウン」を閉鎖する方向で整理を進めていた。しかし
ながら、直営の「ぽかぽかタウン」については、市民のニーズも高いことから継続して運営をするべきであると
の意見を踏まえ、再度統廃合について検討を行っている。

4

2

1

成
果

4

4

利用者数は、草津市子ども・子育て支援事業計画の見
込み値を達成し、対平成２９年度でも若干の増となって
いる。利用者から、安心して遊べる、子連れでイベントに
参加できる等の理由から好評をいただいている。

　未就学児とその保護者が自宅に閉じこもることなく、外へ出て交流をする機会となる場を提供している事業
であり、コミュニティの希薄化や、子育て世代の転入者が多い本市の特性を考えると、地域の親子とつなが
る機会にもなっていると考えられ、子育て世代の不安の軽減に寄与している。また、子育てに関する情報収
集や、専門職である保育士に相談をいただける環境を整えることで、子育てに関して有益な情報を得てい
ただきながら、子育ての悩みを軽減する場にもなっていると考えられる。利用者実績については、計画値か
らは２６％増、対平成２９年度実績で４％増となっており、一定の成果を挙げたと評価している。

　未就学児を連れて遊びに行ける施設として、おおむね好評をいただいている。また、保育士の配置を必
須としていることから、子育ての悩みについて専門職のアドバイスをその場で受けることのできる安心感もあ
る。直営の子育て支援センター（ぽかぽかタウン）では、利用者数１００人を超える大きなイベントも実施して
おり、普段の小規模なイベントに加え、年に数回の親子で楽しめる大きなイベントを楽しみにしておられる利
用者も多い。

妥
当
性

4

直営、委託ともに運営費に余剰が出ている状況ではな
く、経費の大半が人件費であることから、コストの削減が
サービスの質の低下を招く可能性は高い。

対象者が時間経過とともに変わることから、事業効果を
得るためには、継続して事業を実施する必要がある。ま
た、コミュニティの希薄化が進展すると、他の子育て親子
と交流できる場として今後も貴重なインフラとなる。

国県

15,902 11,091

【補記に記入】



 ■ 補記 ※　各項目の枠内に記入しきれないときは補記欄に記入してください。その際は当該枠内に「補記に記入」と記してください。

【当初予算の状況】
・報酬　4,150千円　・社会保険料　975千円　・賃金　1,851千円　・報償費　286千円　・旅費　204千円
・消耗品費　384千円　・食糧費　4千円　・印刷製本費　422千円　・修繕料　50千円
・通信運搬費　194千円　・保険料　25千円　・委託料　15,784千円（うち15,684千円が地域子育て支援センターの委託料）
・使用料及び賃借料　2,352千円　・通行料　12千円　・駐車料　3千円　・備品購入費　100千円
・負担金補助及び交付金　13千円
利用者見込み
子育て支援センター（ぽかぽかタウン）　11,759人
地域子育て支援センター（みのり）　415人
地域子育て支援センター（モンチ）　8,323人
合計　20,497人

【決算の状況・実績】
・報酬　4,210千円　・社会保険料　906千円　・賃金　1,851千円　・報償費　265千円　・旅費　159千円
・消耗品費　534千円　・燃料費　5千円　・食糧費　4千円　・印刷製本費　173千円　・修繕料　11千円
・通信運搬費　157千円　・保険料　25千円　・委託料　15,006千円（うち14,906千円が地域子育て支援センターの委託料）
・使用料及び賃借料　1,945千円　・通行料　18千円　・駐車料　7千円　・備品購入費　86千円
利用者実績
子育て支援センター（ぽかぽかタウン）　17,869人（平成２９年度　16,348人）
地域子育て支援センター（みのり）　663人（平成２９年度　860人）
地域子育て支援センター（モンチ）　7,232人（平成２９年度　7,489人）
合計　25,764人（平成２９年度　24,697人）

【令和元年度の予算措置】
・報酬　4,351千円　・社会保険料　972千円　・賃金　1,929千円　・報償費　266千円　・旅費　256千円
・消耗品費　382千円　・燃料費　7千円　・食糧費　7千円　・印刷製本費　402千円　・修繕料　50千円
・通信運搬費　154千円　・保険料　27千円　・委託料　15,944千円（うち15,044千円が地域子育て支援センターの委託料）
・使用料及び賃借料　2,114千円　・通行料　12千円　・駐車料　7千円　・備品購入費　100千円
・負担金補助及び交付金　13千円
利用者見込み
子育て支援センター（ぽかぽかタウン）　6,150人
地域子育て支援センター（みのり）　434人
地域子育て支援センター（モンチ）　8,708人
合計　15,292人

（計画策定時は「ぽかぽかタウン」を令和元年度途中で閉鎖する計画であったことから、平成３０年度の数字と比較すると小さな
見込み数となっている。）



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

-

16,380

市債 その他 一般財源

国県 市債 その他 一般財源

10,922

施設オープン後に発覚した排煙兼採光窓からの日光照射による高温状態改善に向けた遮光
性の高い窓への交換工事等想定外の支出が生じたが、見積入札による日常清掃業務の委託
料減、市営駐車場の駐車券配布の実績が予算に比して少なかったこと等から、全体の予算執
行率は９７．４％であった。運営面については、運営初年度であったが利用想定人数を大きく
上回る利用実績となった。

一般財源 国県市債 その他

一般財源

16,380 8,14535,4479,242

-

0

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

◆平成２９年度
　事業費（千円） 0

合計合計

0

国県

0

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署
44

子ども未来部
子育て相談センター

子ども・子育て

切れ目のない子育て支援

子ども・子育て支援、ネットワークの充実

一般会計

3 民生費

児童福祉費
体
系

No.
項目名

10

予
算
科
目

会計

当初予算における区分  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

主要な施策の

成果　ページ
子育て支援拠点施設運営費

基本方針

　
総
合
計
画

2

148 児童健全育成事業費事務事業

款

項

目

1

予算・決算額

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

1

市債

10,764

国県

児童福祉総務費

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

事業の背景

内訳・詳細

当初予算の状況 決算の状況・実績

・保険料　14千円　　・委託料　20,348千円
・使用料及び賃借料　13,593千円
・工事請負費　1,134千円
・備品購入費　358千円

利用者実績
ミナクサ☆ひろば　50,909人

　子ども・子育て支援法第５９条に定める地域子ども・子育て支援事業のうち、地域子育て支援拠点事業の一
形態である「センター型」の支援施設を運営する事業。市内でも人口増加が著しく子育て世代が多いＪＲ南草津
駅前に、市南部の中核となる子育て支援拠点施設「ミナクサ☆ひろば」を、平成３０年４月１３日に西友南草津
店２階に開設した。

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

・修繕料　100千円　・委託料　21,523千円
・使用料及び賃借料　14,663千円
・備品購入費　100千円

利用者見込み
ミナクサ☆ひろば　32,764人

事業の目的

事業の内容
（取組）

合計

分　　野

前年度比

施　　策

　西友南草津店２階のテナント部分４３０．２９㎡を賃借し、プロポーザルにより選定した事業者に運営委託する
形で事業を実施した。子育て親子の交流の場（あそび広場）の運営、子育てに関する悩みや子育てサービス
の利用に関する相談の実施、子育てに関する情報提供や発信、講習会や交流会（イベント）等を行った。

　
　小学校３年生までの児童とその保護者に親子交流の場を提供し、安心して子育てができる状態にする。ま
た、悩みを持つ保護者に気軽に相談をいただくことで、子育ての不安を軽減する。

その他 合計

　
　小学校３年生までの児童とその保護者を対象とする。

36,386

事業の対象



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

合計

35,017

３０年度比 96%

積算根拠

予算額
（千円）

一般財源その他市債

評価の理由・評価に関する説明

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

4

他の施設と違い小学校３年生までの利用を可能としてい
ること、土日祝日も運営していることから、想定以上の施
設利用があった。このことからも、市民のニーズは高いと
言える。

子ども・子育て支援法で定める地域子ども・子育て支援
事業のうち地域子育て支援拠点事業に該当。草津市子
ども・子育て支援事業計画の中でも、法定事業としての
位置づけがなされている。

項　　　目評価

3

3

効
率
性

3

3

3

3

継
続
性

3

3

必
要
性

4

3

2

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

【補記に記入】

4

2

1

成
果

4

4

利用者見込み数を大幅に超える実績であり、平成３０年
３月に統廃合したつどいの広場２施設の平成２９年度利
用者数１４，９７６人と比較しても大幅な利用者増であっ
たことから、事業目的に加え数値的な目標も達成した。

　子育て親子の交流、子育てに関する情報提供や発信、講習会や交流会（イベント）の実施等を通じて、子
育てのストレスを解消するだけでなく、地域の親子とつながる機会にもなっていると考えられ、特に集合住宅
が多くコミュニティの希薄化や、子育て世代の転入者が多い地域特性を考えると、子育て世代の不安の軽
減という目的に適合した事業であったと評価している。また、子育てに関する悩みについても、専門職である
保育士がプライバシーを確保できる個室で相談を聞ける環境を整えることで、安心して相談いただくことが
できた。

　商業施設の中にある土日祝日にも利用できる施設であることから、母親だけでなく父親も子どもや家族と
一緒に施設利用をできる機会が多い等、好評をいただいている。施設内で昼食も可としていること、小学校
３年生までの児童が施設利用が可能であること等、既設の子育て支援施設よりも利用の幅が広く、その点も
評価をいただいている。また、保育士の配置を必須とし相談スペースとして個室を整備していることから、子
育ての悩みについて専門職のアドバイスを、プライバシーが守られた状態で、その場で受けることのできる
安心感もある。

妥
当
性

4

委託事業であり、直営でかかる人件費と比較すると効率
的であるといえる。コスト削減については、委託料の削減
により実現は可能であるが、現在の委託料でも運営費に
余剰は出ておらず、委託料の削減により受託業者の喪
失やサービスの質の低下につながる可能性は高い。

対象者が時間経過とともに変わることから、事業効果を
得るためには、継続して事業を実施する必要がある。ま
た、コミュニティの希薄化が進展すると、他の子育て親子
と交流できる場として今後も貴重なインフラとなる。

国県

10,920 24,097

・修繕料　50千円　・保険料　12千円　・委託料　21,142千円　・使用料及び賃借料　13,813千円

利用者見込み
ミナクサ☆ひろば　34,277人
（子ども・子育て支援事業計画の見込みより）



 ■ 補記 ※　各項目の枠内に記入しきれないときは補記欄に記入してください。その際は当該枠内に「補記に記入」と記してください。

■事業実施効果および課題、将来展望欄中、「事業の今後の課題、将来展望」の記載については、以下のとおりです。
　「ミナクサ☆ひろば」の運営にあたっては、①小学校３年生までの子どもを受け入れるにあたっての乳幼児に対する安全
性の確保、②食事時間帯の設定、③駐車場の無料利用時間（最大２時間）の問題、④施設が大きくスタッフに声をかけづ
らい雰囲気がある等、運営当初から課題がいくつか挙がっているが、１年間の運営を通して徐々に利用者の理解も得ら
れ、大きな問題に発展せずに運営することができた。
これらの課題については、①兄姉がいる家庭の利用を制限しないよう今後も受け入れは継続していくが、利用想定は
乳幼児をメインとして玩具等もメインの年齢を中心に構成を考える、②昼食時のみを対象とし、利用者にはご理解いた
だくよう丁寧な説明に努める（年度途中に対象時間を３０分拡大した経緯あり。終了時間の延長等は運用の中で柔軟に
対応する）、③より多くの人にご利用をいただけるよう、今後も無料での利用時間は２時間まで（２時間での利用者の入れ
替わりを想定）とし、利用者にはご理解いただくよう丁寧な説明に努める、④できるだけスタッフは執務室からひろばに出
て見守りをし、気軽に声をかけていただける雰囲気づくりに努める等の方針で、今後も利用者に寄り添った運営を行って
いきたいと考えている。
　また、今後、草津駅前に（仮称）市民総合交流センター子育て支援拠点施設を開設する予定であり、この施設
を草津市北部の子育て支援の中核施設と位置付け、既存の草津市南部の子育て支援の中核施設「ミナクサ☆ひろば」
とともに、草津市の子育て支援施設の中心的な役割（ひろば機能に加えて相談機能の充実等）を担う事業として、今後
も継続的に事業を進めていきたい。



■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

長寿・生きがい

施策番号
あんしんできる高齢
期の生活への支援

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

令和2年度

目標値 24.0

実績値 －

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた令和2年度の取組についての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

〇

〇

■施策に含まれるその他の事業一覧

まちづくりの基本方針

分野

7－02－② 基本方針

認知症対策の推進

（※基準値） 21.0 22.0 23.0

認知症サポーターの養成等を通じて、認知症についての理解と支援の広がりをつくるとともに、医療機関・地域包括支
援センター・サービス事業所・地域とのネットワークを強化することで、早期の支援体制の構築を図ります。

高齢期の生活への支援に満足している市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

認知症総合支援事業
長寿いきがい課

地域保健課

地域包括支援センターの認知症地域支
援推進員を中心に、認知症施策に取り
組んだ。
また、認知症初期集中支援チームの活
動を通じて、支援が必要な方を早期に
専門機関につなぐことができた。

20.9 20.4 23.2 －

市民意識調査「あんしんできる高齢期の生活への支援」に満足している市民の割合が目標値に達しており、前年度か
ら改善された。認知症サポーターは1万3千人を超え、小学校での認知症サポーター養成講座を実施するなど、多世代
への啓発を行うことで生活の支援につながる機運の醸成に効果があったと考えている。

草津市認知症施策アクション・プラン（第2期）に掲げる、認知症施策に関する基本的な理念や取組の方向性を軸に、
関係者等の責務や役割など、認知症の人の意思や家族の思いが尊重され、市の特徴を活かした条例の制定を検討
し、認知症施策の取組を市域全域に波及させる。

　

主要事業

今までの取組を基盤としつつ、平成30年度に策定した草津市認知症施アクション・プラン（第2期）に基づき、引き続き
具体的な施策の推進に取り組む。

担当課 達成度評価理由

認知症施策推進事業 長寿いきがい課

草津市認知症施策アクションプランに基
づき、「認知症への理解を深めるための
普及・啓発の推進」、「認知症の人を含
む高齢者にやさしい地域づくりの推進」
に重点をおいた取組を実施した。

事務事業 担当課

徘徊高齢者探索システム利用助成事業 長寿いきがい課
高齢者成年後見制度利用支援事業（一般会計） 長寿いきがい課

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

合計

1,794

国県

975

市債

1,050

予算・決算額 289 0684

70%

446

市債 その他 一般財源

395

認知症施策推進会議を附属機関とする見込みで会議の委員謝礼を報酬として予算措置して
いたが、当会議を引き続き懇話会として実施することとし、報償金として予算執行した。また、最
小限の経費により認知症の啓発活動等が実施できたため、予算の執行残が見られるが、事業
の目的はおおむね達成できた。

一般財源 国県その他

1,056

予
算
科
目

会計

当初予算における区分  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他7 任意事業費

23

0

59%

744 0

610

前年度比

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

◆平成２９年度
　事業費（千円） 570 405 0

合計

事務事業

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

　「認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進」、「認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推
進」に重点をおき、草津市認知症施策推進会議の開催、市民講座等やサポーター養成講座など啓発事業等
の各種取組を進めた。　【詳細は補記に記入】

　認知症があっても、可能な限り自らの意思に基づき、介護保険サービスをはじめとする福祉・医療のサービス
等、適切な支援を活用しながら、認知症の人と家族が住み慣れた地域で自立した生活を尊厳をもって送ること
のできる「認知症があっても安心して生活できるまち」を実現する。

款

項

目

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署
158

健康福祉部
長寿いきがい課

長寿・生きがい

あんしんできる高齢期の生活への支援

認知症対策の推進

介護保険事業特別会計

3 地域支援事業費

包括的支援事業・任意事業費
体
系

No.
項目名

11

　
総
合
計
画

2

分　　野

主要な施策の

成果　ページ
認知症施策推進費

基本方針

施　　策

市債国県 その他

727 任意事業費

合計

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

　６５歳以上高齢者に対する認知症の人の割合が、７人に１人から、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年に
は約５人に１人に達すると見込まれ、認知症は今や誰もが関わる可能性があり身近なものとなっている。こうした
中、認知症の人の意思が尊重され、出来る限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることのできる社会の
実現に向けて、行政、地域住民、各関係機関が連携してともに進める必要がある。

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

　
　認知症の人とその家族
　認知症の人やその家族を支える地域関係団体・関係者及び市民

内訳・詳細

当初予算の状況 決算の状況・実績

・報償金　　193千円
・旅費　　1千円
・消耗品費　　279千円
・印刷製本費　　54千円
・食糧費　　4千円
・手数料　　40千円
・保険料　　14千円
・使用料及び賃借料　　99千円

事業の対象

事業の目的

一般財源

事業の内容
（取組）

事業の背景

一般財源

・報酬　 　182千円
・報償金　　50千円
・旅費　　47千円
・消耗品費　　542千円
・食糧費　　5千円
・手数料　　79千円
・保険料　　51千円
・使用料及び賃借料　　100千円

合計 国県 市債 その他



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

・報酬　    501千円　　    ・報償金　                       80千円
・旅費  　    86千円　　    ・消耗品費                  　563千円
・食糧費 　 13千円　   　  ・手数料　                     123千円
・保険料 　 51千円         ・使用料および賃借料 　 120千円

合計

1,537

国県

643

妥
当
性

4

必
要
性

4

4

3

4

3

3

効
率
性

3

4

3

4

継
続
性

4

成
果

3

4

高齢化に伴い認知症高齢者の増加が見込まれる中で、
地域の実態に応じたネットワークの構築や支援体制の
整備をはじめ、啓発等のソフト事業における事業費は、
受益者が市民全員であることを鑑みるとコスト削減の余
地は少なく、効率性が高い。

高齢化が進む中で、今後ますます継続的な取組が必要
とされる。

470 424

4

3

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

　草津市認知症施策推進会議において、認知症施策について議論を行い、「認知症施策アクション・プラン
第２期計画」に沿った事業展開を図る。そのために、認知症について正しく理解してもらえるよう小中学校の
協力を得るなど更なる啓発を行うとともに、早期発見・早期対応のための体制構築や認知症ケアの充実、ま
た地域における見守り体制・ネットワークの充実を図っていく必要がある。さらに、これらの認知症施策に関
する基本的な理念や取組の方向性を軸に、関係者等の責務や役割など、認知症の人の意思や家族の思
いが尊重され、市の特徴を活かした、条例の制定を検討する。

３０年度比

積算根拠

予算額
（千円）

一般財源その他市債

「草津市認知症施策アクション・プラン第２期計画」に基
づき、年度毎の進捗管理を行いながら計画的に実施し
ており、着実に認知症に対する理解、見守り体制の醸成
が進んでいる。

　草津市認知症施策推進会議において、委員からの様々な立場で「認知症施策アクション・プラン第２期計
画」に沿った事業展開について議論を行い、関係者・関係機関で認知症施策に関する目標や役割、方向
性について共有しながら取り組んだ。主に「認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進」「認知症の
人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進」の重点的な取組により、認知症に対する理解・見守り体制の
醸成に寄与したと考えられる。

　認知症サポーター養成講座の申込件数は年々増加しており、大学や企業等の受講に広がっていることか
ら、社会全体の幅広い年代層が身近な課題として捉え、地域づくりに取り組む必要があるとの意識が高まっ
ている。

146%

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

評価 評価の理由・評価に関する説明

2

4

高齢化社会において、認知症に関する課題は、すべて
の市民が当事者となる可能性があり、積極的に取り組む
必要がある。

介護保険法では、認知症に関する調査研究の推進等が
定められており、「認知症施策推進総合戦略（新オレン
ジプラン）」において総合的な認知症施策の方向性が示
されてきた。草津あんしんいきいきプランでも認知症対
策の推進を基本目標の一つとしており、認知症になって
も安心して生活できるまちの実現が求められている。

項　　　目



 ■ 補記 ※　各項目の枠内に記入しきれないときは補記欄に記入してください。その際は当該枠内に「補記に記入」と記してください。

・草津市認知症施策推進会議の開催
　 第１回（平成３０年１０月２日（火））
草津市認知症施策アクション・プラン第２期計画の推進について
第２回（平成３１年２月１２日（火））
認知症への理解を深めるための普及・啓発一認知症サポーター養成講座
認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進
認知症初期集中支援チームの評価検討について

・認知症市民講座の開催（平成３０年１２月８日（土））
受講者数：５７人
前半：認知症講演会「認知症の“人の心”〜大切な人の心を理解できるようになりたい〜」（認知症の知識の理解）
後半：家族の介護体験談

・認知症サポーター養成講座（ステップアップ講座含む）の開催（計４２回）
　 ２，１７０人養成（ステップアップ講座（計３回）４９人含む）（延べ１３，５１８人）
小、中学生向け講座５回実施（志津南小学校、矢倉小学校、草津中学校）
企業向け講座１２回実施（介護施設、生命保険会社など）
その他、病院や老人クラブ、地域サロン等で２２回実施

・徘徊ＳＯＳネットワークの充実、事前登録制度の導入
登録者数：１０９名（延べ１７１名）
登録事業所数：７０件（延べ）

・認知症なんでも相談所の普及・啓発
設置数：１８件（延べ）

・地域安心声かけ訓練の実施
　 １か所：（志津学区）事前勉強会、訓練実施。４８人参加。

・認知症簡易チェックシステム
　 アクセス数：５，９７２人

＜事業の内容（取組）＞



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

0

認知症初期集中支援推進事業において、チーム員の訪問だけでなくチーム員会議の助言に
よって地域包括支援センターのみで支援をすることができたため、当初、訪問対象者数を１５
人と想定していたが、訪問対象者は１２人となった。また、早期に医療や介護サービスに引き継
ぐことができたため、想定していた１ケースあたりの訪問が少ない回数となり、チーム員の訪問
にかかる報酬をはじめとし、差額が生じた。

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

　平成２７年１月、厚労省と関係府省庁で共同策定した「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」にお
いて、認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供を目的に、平成３０年度までにすべての市区町
村で認知症地域支援推進員の配置および認知症初期集中支援チームの設置が位置付けられている。本市で
は、平成２７年４月に各地域包括支援センター等に認知症地域支援推進員を配置、平成２８年７月に認知症初
期集中支援チームを設置し、認知症総合支援事業を推進している。

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

　認知症の人とその家族
　認知症の人やその家族を支える地域関係団体・関係者及び市民
　【詳細は補記に記入】

内訳・詳細

当初予算の状況 決算の状況・実績

認知症地域支援推進員活動：地域保健課
・委託料　18,228千円
認知症初期集中支援推進事業：長寿いきがい課
・報酬　940千円
・旅費　32千円　　　　　　・食糧費　5千円
・通信運搬費　8千円　　・使用料及び賃借料　19千円

前年度比

事業の対象

事業の目的

事業の内容
（取組）

事業の背景

一般財源

認知症地域支援推進員活動：地域保健課
・委託料　 18,228千円
認知症初期集中支援推進事業：長寿いきがい課
・報酬　1,370千円　　  ・報償金　30千円
・旅費　46千円　　　　　・食糧費　24千円
・通信運搬費　18千円 ・使用料及び賃借料　19千円

合計

予算・決算額

市債

11,398

国県 一般財源

11,106

6

　
総
合
計
画

2

730 認知症総合支援事業費事務事業

No.
項目名

12

予
算
科
目

会計

款

項

目

23

3

認知症総合支援事業費

分　　野

主要な施策の

成果　ページ
認知症総合支援事業費

基本方針

施　　策

当初予算における区分

体
系

長寿・生きがい

あんしんできる高齢期の生活への支援

認知症対策の推進

介護保険事業特別会計

地域支援事業費

包括的支援事業・任意事業費

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署

 新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

158
健康福祉部
長寿いきがい課
地域保健課

◆平成２９年度
　事業費（千円） 11,105 7,879 0

合計

合計

19,2320

97%

8,478

一般財源

国県 市債 その他

合計

20,430

国県

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

　認知症地域支援・ケア向上のための認知症地域支援推進員の活動
　認知症初期集中支援チームの活動
　【詳細は補記に記入】

　認知症があっても、認知症の人自らの意思に基づき出来る限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、
認知症の人やその家族に早期に関わる、早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築する。
また、認知症の容態の変化に応じ、すべての期間を通じ、必要なサービスが有機的に連携するネットワークづ
くりや、地域の認知症ケアの向上、地域で「生きがい」を持って生活を送れるための体制の構築を目指す。

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

その他

8,337

市債 その他

101%

19,735

18,984

国県 市債 その他 一般財源

11,952 0

8,126



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

4

3

4

初期集中支援チームは、地域包括支援センターより相
談のあったケースを、チーム員会議の中で支援の必要
性を見極め、集中的に支援している。

認知症高齢者の増加に伴い、今後ますます継続的な取
組が必要とされる。

必
要
性

4

4

4

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

4

認知症施策アクション・プラン第２期計画の拡充事業に
位置付けられており、必要性は高い。

介護保険法第１１５条の４５第２項において定められてお
り、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）にお
いても、平成３０年度からすべての市町村で実施するこ
ととしている。

4

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

（認知症地域支援推進員活動）
　家族が認知症になったとの相談が寄せられるが、重度化してからの相談も少なくはなく、早期対応の必要
性なども含めた認知症の正しい知識の普及啓発、早期に相談につながるための啓発が今後も必要である。
（認知症初期集中支援推進事業）
　地域包括支援センターにより、チームの活用に差があることから、チーム員の介入により支援がスムーズに
行われたケースの共有の場の設置や、チーム員会議以外でも対象者、チーム員、地域包括支援センターと
が細やかな連絡調整や情報共有、役割分担を行い、協力した支援体制を整えておく必要がある。

4

3

4

成
果

妥
当
性

4

3

4

認知症地域支援推進員の活動により地域包括支援セン
ターへの認知症に関する相談件数が増加していること
や、初期集中支援チームの支援により必要な医療や
サービスにつながっているため、一定の成果がある。

（認知症地域支援推進員活動）
・認知症の正しい知識の普及啓発や、地域・関係機関とのネットワークづくりを行う中で、認知症に関する相
談が、民生委員など地域の方から地域包括支援センターにつながるようになった。
　　認知症に関する相談件数・・・平成２６年度　６２９件　→　平成３０年度　１，３９９件
（認知症初期集中支援推進事業）
・対象者１２人に対して、計４７回の訪問支援と計１３回のチーム員会議を実施。
・平成３０年度内に支援終了した人のうち、医療・介護サービス等につながった人の割合８９％。

（認知症地域支援推進員活動）
　「介護をしている家族の相談にも乗ってくれたり、利用できるサービスを教えてもらえてよかった。」という声
もあり、適切な医療や介護等のサービスを受けるための支援につながっていると認識している。
（認知症初期集中支援推進事業）
　チームが支援をした対象者の家族からは、「（チームの支援によりかかりつけ医に認知症の相談ができ本
人の認知症状に応じた対応方法を知ることができ）対象者との衝突が少なくなった。」という声を聞いてい
る。

3

3

3

効
率
性

継
続
性

4

項　　　目評価 評価の理由・評価に関する説明

認知症地域支援推進員活動：地域保健課
・委託料　18,228千円
認知症初期集中支援推進事業：長寿いきがい課
・報酬　1,383千円　　　　・旅費　47千円
・消耗品費　22千円　　　・通信運搬費　12千円
・使用料および賃借料　19千円

合計

19,711

３０年度比 100%

一般財源その他市債国県

11,383 8,328 0

積算根拠

予算額
（千円）



 ■ 補記 ※　各項目の枠内に記入しきれないときは補記欄に記入してください。その際は当該枠内に「補記に記入」と記してください。

■事業概要（実施内容）

○事業の対象
・認知症地域支援推進員活動
　認知症の人とその家族、地域住民、認知症の関係機関。

・認知症初期集中支援推進事業
　　原則として、４０歳以上の在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる人または認知症の人であって、
　次のいずれかに該当する者。
(1)　医療サービスまたは介護サービスのいずれも中断し、または受けていない者であって、次のいずれかに該当するもの
　ア　認知症疾患の臨床診断を受けていない者
　イ　継続的な医療サービスを受けていない者
　ウ　適切な介護サービスに結び付いていない者
　エ　介護サービスが中断している者
(2)　医療サービスまたは介護サービスを受けているが認知症の行動心理症状が顕著な者であって、対応に苦慮している
もの

○事業の内容（取組）
・認知症地域支援推進員活動
　　認知症の人や家族等への相談支援、認知症サポーター養成講座など正しい知識の普及啓発、認知症の人を支える
　地域・関係機関のネットワークづくりなどを行う。

・認知症初期集中支援推進事業
　　医療・介護の専門職で構成されるチーム員が対象者を訪問し、認知機能や身体症状、生活状況の確認を行い、
　チーム員会議でのアセスメント結果に基づき、必要な医療・介護の導入・調整等の支援を行う。
　ア　認知症に関する正しい知識の情報提供　　
　イ　認知症状に応じた対応方法の助言や生活環境の調整　
　ウ　医療機関の受診や介護保険サービス利用の勧奨、医療機関等の関係機関との連携　
　エ　対象者及び家族の心理的サポート　



■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

道路・交通

施策番号
安全・安心な道路の

整備

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

令和2年度

目標値 23

実績値 －

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた令和2年度の取組についての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

△

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

まちづくりの基本方針

分野

17－01－⑤ 基本方針

道路施設の長寿命化と維持管理

（※基準値） 5 8 17

日常的な維持補修や道路パトロールによって道路を維持管理するとともに、橋梁等の道路施設については、修繕計画
に基づいた点検・修繕を行います。

修繕計画に基づく橋梁修繕工事の実施数（橋）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

今後も引き続き、道路パトロールや道路の維持補修を行い、良好な道路環境を維持するとともに、橋梁等の道路施設
の点検、修繕を実施する。

交付金を充当し実施する事業であることから交付率の減少により、整備予定箇所の実施が困難となったため。

主要事業

道路パトロールや道路の維持補修を行い、良好な道路環境を維持することができた。また、橋梁等の道路施設につい
ては、点検を実施することができたが、交付率の減少により、橋梁修繕工事の計画の見直しを行った。

担当課 達成度評価理由

3 2 0 －

平成30年度実施予定内容について計画の見直しを行った。

必要に応じ、道路補修を行うことで、適
切な道路環境を維持することができた
が、交付率の減少により、橋梁修繕工
事の計画の見直しを行った。

事務事業 担当課

道路台帳整備事業 土木管理課

道路パトロール事業 道路課
道路・パトロールを行うことで、陥没等
の早期発見・早期補修を行うことがで
き、適切な道路維持管理ができた。

道路維持補修事業 道路課

官民境界確定事務 土木管理課

未登記路線測量登記事務 土木管理課

道路等管理事務 土木管理課
道路等管理事務 道路課
道路関係団体負担金事務 道路課
土木設計積算システム運用料支出事務 道路課
交通安全施設維持管理事業 道路課
草津駅前広場等維持管理事業 道路課
南草津駅前広場等維持管理事業 道路課

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

87%

8,000

市債 その他 一般財源

国県 市債 その他 一般財源

31,270 500

国の交付金が予定よりも少なかったため事業を見直したことから、事業費が減少した。

一般財源 国県市債 その他

一般財源

1,001 356,804389,575370,057

99%

21,000 322,178

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

◆平成２９年度
　事業費（千円） 39,585 14,000 1,540 391,557

合計合計

568,071

国県

102,693 122,200 446,682

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署
82

建設部
道路課

道路・交通

安心・安全な道路の整備

道路施設の長寿命化と維持管理

一般会計

8 土木費

道路橋りょう費
体
系

No.
項目名

13

予
算
科
目

会計

当初予算における区分  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

主要な施策の

成果　ページ
道路維持補修費

基本方針

　
総
合
計
画

2

323 道路橋りょう維持補修事業費事務事業

款

項

目

1

予算・決算額

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

1

市債

72,800112,323

国県

道路橋りょう維持費

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

事業の背景

内訳・詳細

当初予算の状況 決算の状況・実績

・委託料        229,013千円
・工事請負費  118,331千円
・その他          42,231千円

【主な内訳は補記に記入】

　道路は市民生活に必要不可欠なものであり、安全に通行できる状態を維持するため、日常的な維持補修を
継続的に行う必要がある。
　地方自治体の管理する道路の老朽化が急速に進行しており、道路ストックの維持管理水準を高めるための
取組として、維持管理・更新を合理的かつシステマティック（体系的・規則的）に行うことのできる体制づくりが急
務である。
（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

・委託料        257,934千円
・工事請負費  265,051千円
・その他          40,195千円

【主な内訳は補記に記入】

事業の目的

事業の内容
（取組）

合計

分　　野

前年度比

施　　策

　草津市の橋梁長寿命化修繕計画および舗装修繕計画に基づき、道路施設の修繕設計を行った。
　日常的な道路の維持管理として、町内会や市民からの情報提供を受け、必要に応じて舗装や側溝等の補修
を行った。また、通行の支障とならないよう街路樹剪定および草刈を実施した。

　今後の道路ストックの急激な老朽化とそれに伴う修繕費用の増加に対し、効率的な修繕を図りつつ業務およ
び予算の平準化に努め、適切な道路維持管理を行うことで、日常的な道路の安全を確保することを目的とす
る。

その他 合計

　
　草津市が管理する道路、橋梁、道路附属物、街路樹等が対象である。

563,180

事業の対象



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

合計

604,525

３０年度比 107%

積算根拠

予算額
（千円）

一般財源その他市債

評価の理由・評価に関する説明

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

4

日本各地で地震および降雨災害が多発していることか
ら、市民の防災意識が向上しており、道路施設の維持
管理や日常の道路管理状況について関心が高い状況
である。

道路法第１６条および第４２条により、道路管理者の責
務が義務付けられている。

項　　　目評価

3

4

効
率
性

4

3

4

4

継
続
性

4

4

必
要
性

4

4

4

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

　道路施設の修繕は、定期的な点検による健全化計画の見直しや、設計・工事を継続的に実施する必要が
あるため、長期にわたり、財政・技術・人員の大きな負担が必要となる。このため、今後も国および県からの
支援が必要である。
　また、日常の維持管理についても、道路施設の老朽化に伴い負担が増大することが考えられ、これまで以
上に財政・技術・人員の確保が必要である。

4

4

4

成
果

3

4

国からの交付金が少なかったため、交付金の範囲内で
しか事業進捗が図れず、受益者の十分な評価は得られ
たとは言い難い。

　修繕計画に基づき事業を実施することで、道路ストックの急激な老朽化とそれに伴う修繕費用の増加を平
準化し、効率的な修繕を図りつつ、適切な道路維持管理を行うことで、日常的な道路の安全を確保すること
ができる。

　道路は、市民生活に必要不可欠なものであり、また、近年、日本各地で地震および降雨災害が多発して
いることから、市民の防災意識が向上しており、道路施設の維持管理に対する関心が高い状況である。

妥
当
性

4

修繕計画を策定することにより、修繕にかかる中長期的
な財政シミュレーションを計画していることから、効率的と
いえる。

予防保全型による修繕計画であり点検と併せて修繕等
を継続的に行う必要がある。
適正な道路の維持管理は、継続的に実施する必要があ
る。

国県

95,813 108,700 255,000 145,012

・委託料　　　　296,956千円
・工事請負費　265,150千円
・その他　　　　  42,419千円



 ■ 補記 ※　各項目の枠内に記入しきれないときは補記欄に記入してください。その際は当該枠内に「補記に記入」と記してください。

■ 予算・決算状況
当初予算の主な状況（内訳・詳細） 決算の状況・実績（内訳・詳細）
委託料 委託料
橋梁修繕実施設計 橋梁修繕実施設計

17橋 28,600千円 3橋 11,761千円
舗装修繕実施設計 舗装修繕実施設計

1,065m 10,700千円 0千円
橋梁点検業務 橋梁点検業務

120橋 55,424千円 111橋 51,522千円
路肩・法面等草刈 路肩・法面等草刈

259,200㎡55,027千円 255,870㎡36,111千円
街路樹維持管理 街路樹維持管理

1,616本 53,047千円 1,699本 65,088千円
工事請負費 工事請負費
橋梁修繕工事 橋梁修繕工事

4橋 63,501千円 0千円
舗装修繕工事 舗装修繕工事

780m 78,300千円 0千円
市内点々維持補修工事 市内点々維持補修工事

1式 46,000千円 88件 38,395千円
市内点々舗装補修工事 市内点々舗装補修工事

1式 46,950千円 122件 59,276千円



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

17,643

パトロール業務を委託している河川課と道路課で、年度当初、業務量に応じパトロール体制を
調整した結果、当初予算と決算に差額が生じた。

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

　道路法第１６条および第４２条により、市道の管理者は道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、
もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならないと定められており、応急の補修等、日常の維
持管理をパトロール業務として委託することで実施しようとするもの。

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

　
　草津市が管理する道路、橋梁、道路附属物、街路樹等が対象である。

内訳・詳細

当初予算の状況 決算の状況・実績

・委託料　17,643千円

前年度比

事業の対象

事業の目的

事業の内容
（取組）

事業の背景

一般財源

・委託料　23,560千円　

合計

予算・決算額

市債国県 一般財源

1

　
総
合
計
画

2

323 道路橋りょう維持補修事業費事務事業

No.
項目名

14

予
算
科
目

会計

款

項

目

1

8

道路橋りょう維持費

分　　野

主要な施策の

成果　ページ
道路パトロール事業費

基本方針

施　　策

当初予算における区分

体
系

道路・交通

安全・安心な道路の整備

道路施設の長寿命化と維持管理

一般会計

土木費

道路橋りょう費

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署

 新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

82
建設部
道路課

◆平成２９年度
　事業費（千円） 19,254

合計

合計

17,64323,560

130%

一般財源

国県 市債 その他

合計

18,060

国県

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

　日常的な道路の維持管理として、道路パトロール業務の委託（週３日は２班、残りの２日は１班体制）を行い、
必要に応じて舗装や側溝等の補修を行った。また、通行の支障とならないよう草刈や道路上の飛散物の撤去
等を実施した。

　
　市道のパトロール業務の実施により、適切な道路維持管理を行うことで、日常的な道路の安全を確保すること
を目的とする。

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

その他

市債 その他

92%

23,560

19,254

国県 市債 その他 一般財源

18,060



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

3

4

4

道路パトロール業務の委託を行い、適宜必要な対応を
実施しており、効率的といえる。

効率的な修繕を図りつつ、適切な道路維持管理を行うこ
とで、日常的な道路の安全を確保することができる。

必
要
性

4

4

4

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

4

日本各地で地震および降雨災害が多発していることか
ら、市民の防災意識が向上しており、道路施設の維持
管理や日常の道路管理状況について関心が高い状況
である。

道路法第１６条および第４２条により、道路管理者の責
務が義務付けられている。

4

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

　日常の維持管理について、他市の状況を見ながら、より効率的な方法を検討していく必要がある。

4

4

4

成
果

妥
当
性

4

4

4

草津市内一円で日常的にパトロールを行っており、必要
に応じて道路の補修等を行っている。

　市内をパトロールし適切な道路維持管理を行うことで、日常的な道路の安全を確保することができる。

　道路は、市民生活に必要不可欠なものであり、また、近年、日本各地で地震および降雨災害が多発して
いることから、市民の防災意識が向上しており、道路施設の維持管理に対する関心が高い状況である。

4

3

4

効
率
性

継
続
性

4

項　　　目評価 評価の理由・評価に関する説明

・委託料　18,600千円

合計

18,600

３０年度比 79%

一般財源その他市債国県

18,600

積算根拠

予算額
（千円）



■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

コミュニティ・市民自治

施策番号
基礎的コミュニティの

活性化

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

令和2年度

目標値 55.0

実績値 －

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた令和2年度の取組についての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

（※基準値） 52.0 53.0 54.0

まちづくりの基本方針

分野

20－02－① 基本方針

基礎的コミュニティ活動の支援

良好な地域社会の形成、住民福祉の増進、住民主体のまちづくりのさらなる推進を図るため、町内会や自治会など住
民自治組織の活動を支援します。

町内会の活動に参加している市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

行政事務委託事業 まちづくり協働課

45.8 －

町内会の加入率は89.8％（平成31年3月末時点）と高い水準にあるものの、市民意識調査の結果、 「町内会の活動に
参加している市民の割合」が、前年度より2.8ポイント減少した。

町内会の運営実態の把握を目的にアンケート調査を実施し、現状の活動状況や近年の各町内会の会員参画状況を
踏まえて、円滑な町内会運営支援の為にも、役員の負担感の軽減や担い手に対する対応について、協議を行った。

引き続き、町内会への支援制度を継続しつつ、行政側の役割として行政事務の委嘱のあり方や町内会活動への参加
促進や加入促進について、町内会と役割を分担しながらサポートをおこなっていく。

近年、市内で宅地開発が進み、転入超過傾向にある。

コミュニティハウス整備補助事業 まちづくり協働課
当初予定していた補助事業をすべて実
施し、次年度以降の補助事業の相談も
数件受けたため。

48.9 48.6

主要事業 担当課 達成度評価理由

事務事業 担当課

草津市自治連合会活動補助事業 まちづくり協働課
掲示板設置補助事業 まちづくり協働課
コミュニティ活動初期備品整備補助事業 まちづくり協働課
自治会活動保険加入補助事業 まちづくり協働課
コミュニティ振興事業 まちづくり協働課

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

当初見込みより世帯数が増加しなかったため、行政事務委託料が減少した。システム保守に
ついて、新たなシステムの稼働時期との調整のため、保守業務が不要となった。

◆平成２９年度
　事業費（千円）

合計 国県 市債 その他 一般財源 合計 国県 市債 その他 一般財源

92,034 92,034 91,180 91,180

合計 国県 市債 その他 一般財源 合計 国県 市債 その他

前年度比 107% 106%

内訳・詳細

・行政事務委嘱者等傷害保険　　　　　　　　210千円
・行政事務委託料　　　　　　　　　　　　 　92,383千円
・行政事務委嘱者運用支援システム構築業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　5,368千円
・行政事務委嘱者運用支援システム保守業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　151千円

・行政事務委嘱者等傷害保険　　　　 　　　　　300千円
・行政事務委託料　　　　　　　　　　　　　　　91,233千円
・行政事務委嘱者運用支援システム構築業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,777千円

事業の目的

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

　
　地域と行政をつなぐパイプ役として、正確な情報伝達や住民の行政に対する意識の把握を行い、住民の自
治意識の醸成や、良好な地域社会の維持および形成と住民福祉の増進を図ることを目的としている。

事業の内容
（取組）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

　町内会や自治会、行政連絡区域等に、①周知事項の伝達および文書・印刷物の配布（広報紙等）、② 軽易
な調査事務および各種行政事務の連絡調整(意識調査、アンケート等)、③表彰者の推薦（市政功労者等）、④
市民の要望、意見の取り次ぎ(町内要望事項のとりまとめ等)、⑤その他市長が必要と認める事項で、その都度
依頼するものを委嘱し、住民主体のまちづくりの推進に努めた。

一般財源

予算・決算額 98,112 98,112 96,310 96,310

当初予算の状況 決算の状況・実績

当初予算における区分  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

事務事業 55 市政連絡調整費

予
算
科
目

会計 1 一般会計

体
系

総務費 基本方針 基礎的コミュニティの活性化

項 1 総務管理費 施　　策 基礎的コミュニティ活動の支援

　
総
合
計
画

分　　野 コミュニティ・市民自治

款 2

事業の背景

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

　
　住民の暮らしにかかわる行政事務を地域住民組織が分任してきた社会的背景を経て、市行政を円滑に運営
するため、行政事務の一部を委嘱している。

事業の対象

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

　
　町内会や自治会、行政連絡区域等

目 9 自治振興費

平成３０年度実施事業調査シート

No.
項目名 行政事務委託料

主要な施策の
20

担 当 まちづくり協働部
まちづくり協働課15 成果　ページ 部 署



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

事業実施効果

　広報くさつや市政情報の全戸配布等を通した正確な情報伝達や住民意識の把握を行うことができ、良好
な地域社会の形成および維持、住民を主体としたまちづくりの推進につながっている。

【参考】町内会の加入率（％）
　平成３０年度　８９．８％　　平成２９年度　９０．８％

事業に対する
市民の意見、反応

　平成３０年度に町内会長を対象に実施した町内会活動に関するアンケートで、広報等の全戸配布物の配
布や市政情報の回覧、住民の要望や意見調整などの行政事務を負担に感じていると回答された町内会長
が半数程度であった。

事業の今後の
課題、将来展望

　町内会に行政事務を委嘱する必要があるものの、行政事務に対する町内会の負担感が高まってきている
ため、地域の理解が得られる行政事務の在り方について、協議を行っていく。

※令和元年度の
予算措置

予算額
（千円）

合計 国県 市債 その他

３０年度比 95%

積算根拠

・行政事務委嘱者等傷害保険　　　　　　　　　　　　　　　　300千円
・行政事務委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 92,416千円
・行政事務委嘱者運用支援システム保守業務　　　　　　372千円
・おうみ自治体クラウド・情報基盤サービス事業使用料　236千円

一般財源

93,324 93,324

評価 項　　　目 評価の理由・評価に関する説明

継
続
性

4 市行政を円滑かつ効率的に運営し、住民主体のまちづ
くりを進めていくためには、今後も継続していく必要があ
る。

4

3

成
果

4
地域住民の行政に対する意識を把握でき、市行政の円
滑な運営および発展を図ることができる。

4

4

4 市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

効
率
性

4

市行政を円滑に運営するために、住民の自治意識を醸
成し、住民主体のまちづくりを推進する観点からも効率
的な手法である。

3

3

3

3

必
要
性

4
行政事務委嘱を通した行政サービスの提供や住民意識
の把握を行っているため必要性は高い。

4

4

妥
当
性

1

草津市協働のまちづくり条例および草津市協働のまち
づくり推進計画に定められた基礎的コミュニティを活性
化させるために必要な事業である。

3

3



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

平成３０年度実施事業調査シート

No.
項目名 草津市自治連合会活動費補助金

主要な施策の
20

担 当 まちづくり協働部
まちづくり協働課16 成果　ページ

総務費 基本方針 基礎的コミュニティの活性化

項 1 総務管理費 施　　策 基礎的コミュニティ活動の支援

部 署

事務事業 55 市政連絡調整費

予
算
科
目

会計

事業の背景

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

　
　住民相互の連帯や地域の絆を深めるため、市内全域の町内会相互の連携や振興を図ることによって、快適
で住みよいまちづくりの推進を図っていくことが必要である。

事業の対象

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

　
　市自治連合会

1 一般会計

体
系

　
総
合
計
画

分　　野 コミュニティ・市民自治

目 9 自治振興費 当初予算における区分  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

款 2

事業の目的

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

　
　各地域における住民の自治活動について連絡協議し、市および関係機関と密接な関係を保つことで、地域
を超えた連携を図り、市政の円滑な運営および発展に寄与することを目的とする。

事業の内容
（取組）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

　市自治連合会が実施する市民の自治意識の向上を図るための事業や各地域における自治活動の情報共有
および協議のための会議の開催、町内会長等への感謝状の贈呈などに要する経費に対して補助するもので
ある。

当初予算の状況 決算の状況・実績

120 81

内訳・詳細
・会議費　 　　8千円
・事業費　 　72千円（町内会長等への感謝状贈呈）
・事務費等　40千円

・会議費　 　　6千円
・事業費　 　50千円（町内会長等への感謝状贈呈）
・事務費等　25千円

合計 国県 市債 その他 一般財源 合計 国県 市債 その他 一般財源

81予算・決算額 120

前年度比 37% 25%

一般財源 合計 国県

325327 325

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

当初見込みより、町内会長等への感謝状贈呈の件数が少なかったため。

◆平成２９年度
　事業費（千円）

合計 国県 市債 その他 市債 その他 一般財源

327



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

評価 項　　　目 評価の理由・評価に関する説明

必
要
性

3
各地域における住民の自治活動について連絡協議し、
コミュニティ振興を図ることが必要である。

3

4

妥
当
性

4

4

効
率
性

4

組織運営と事業実施のための最小限の費用であり、効
率的な運用を図れている。

4

3

3

1

法令等により事業実施が義務付けられていないが、当
該事業によりコミュニティ活動を推進することは市政の円
滑な運営および発展に寄与する。

3

3

4

3 市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

事業の今後の
課題、将来展望

　地域では自治連合会やまちづくり協議会における町内会長委員会、自治部会など名称や組織の体制等
は様々であるが、住民自治や地域コミュニティの共通する課題について、市全体で取り組んでいく必要があ
る。

継
続
性

3 地域主体のまちづくりを進めていくためには、今後も継
続していく必要があるものの、社会状況の変化に対応し
た運営について検討していかなければならない。

3

2

成
果

4
学区を超えた住民の自治活動について連絡協議し、市
および関係機関と密接に連携をとることができた。

事業に対する
市民の意見、反応

　地域同士の連携が生まれるほか、他地域で取り組まれていることや地域における課題についての情報共
有や議論することができる機会である。

事業実施効果
　各地域における住民の自治活動の情報や課題を共有し、全学区で共に研究し、取り組んでいくことが大
変重要であり、平成３０年度は地域での需要がある町内会回覧板の作成につながった。

※令和元年度の
予算措置

予算額
（千円）

合計 国県 市債 その他

３０年度比 98%

積算根拠

・会議費   　　10千円
・事業費　 　　72千円
・事務費等　　35千円

一般財源

117 117



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

当初計画を達成したことに加えて、台風２１号により損害があった集会所の修繕に対する補助
制度を実施（補正予算対応）したことにより、決算額が当初予算額よりも増加した。

◆平成２９年度
　事業費（千円）

合計 国県 市債 その他 一般財源 合計 国県 市債 その他 一般財源

2,630 272 2,358 2,610 248 2,362

合計 国県 市債 その他 一般財源 合計 国県 市債 その他

前年度比 150% 240%

内訳・詳細

・集会所のバリアフリー対応に係る改修
　　件数　１件　　　226千円
・集会所の改造・増築・修繕
　　件数　４件　　3,728千円

・集会所のバリアフリー対応に係る改修
　　　件数　１件　187千円
・集会所の改造・増築・修繕
　　　件数　４件　3,713千円
・平成３０年台風２１号被害による集会所修繕
　　　件数　７件　2,358千円

事業の目的

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

　コミュニティの形成を通じて市民の連帯意識の醸成と自治意識の高揚を図り、地域社会の健全な発展に資す
ることを目標として、町内会や自治会等が行う集会所の整備に対して補助を行うことで、良好な地域社会の維
持および形成と住民福祉の増進を図ることを目的としている。

事業の内容
（取組）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

　①集会所の建築や改築、購入（補助率１／２　限度額　8,460千円）
　②集会所建築や購入のための用地取得（補助率１／２　限度額　6,000千円）
　③集会所のバリアフリー対応にかかる改修（補助率１／２　限度額　1,000千円）
　④集会所の改造・増築・修繕・耐震改修（補助率１／３　限度額　1,500千円）
　　に要する経費に対して補助するものである。

一般財源

予算・決算額 3,954 113 3,841 6,258 6,258

当初予算の状況 決算の状況・実績

当初予算における区分  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

事務事業 56 コミュニティ活動推進費

予
算
科
目

会計 1 一般会計

体
系

総務費 基本方針 基礎的コミュニティの活性化

項 1 総務管理費 施　　策 基礎的コミュニティ活動の支援

　
総
合
計
画

分　　野 コミュニティ・市民自治

款 2

事業の背景

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

　
　滋賀県の助成制度の改廃に伴い、平成１２年度に草津市草の根ハウス補助金から補助対象を拡充し、地域
の実情に即した支援を行えるよう当該事業が開始された。

事業の対象

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

　
　町内会や自治会がコミュニティ活動の場として設置する集会所の整備に要する経費

目 9 自治振興費

平成３０年度実施事業調査シート

No.
項目名 コミュニティハウス整備事業費補助金

主要な施策の
20

担 当 まちづくり協働部
まちづくり協働課17 成果　ページ 部 署



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

事業実施効果

　安全で快適な活動環境および地域住民に憩いの場を提供することができた。
集会所のバリアフリー対応に係る改修
  １件　187千円　（平成２９年度　１件　525千円）　整備内容：トイレの洋式化
集会所の改造・増築・修繕・耐震改修　　４件　3,713千円　（平成２９年度　２件　　2,085千円）
　整備内容：外部改修（屋根、外壁）、トイレ改修等
平成３０年台風２１号被害による集会所修繕　　７件　2,358千円
　整備内容：倒木伐採および除去、外部改修（屋根）、倉庫床見切り縁止め、軒天修繕、雨戸取替等

事業に対する
市民の意見、反応

　町内会の積み立て基金等の自主財源のみでは、集会所整備に係る経費を確保することは困難であり、当
該事業を活用することで集会所の整備を実施することができるため、今後も継続してほしいと評価を得てい
る。

事業の今後の
課題、将来展望

　地域住民が安心して快適に活動を行い、住民主体のまちづくりを推進していくためには、その活動の場で
ある集会所の整備にかかる補助を今後も継続して行っていく必要がある。また、災害による被害等への臨時
的な対応など、ニーズを的確に捉えた支援を行っていくことが重要である。

※令和元年度の
予算措置

予算額
（千円）

合計 国県 市債 その他

３０年度比 360%

積算根拠

・集会所の改築　１件　8,460千円
・集会所のバリアフリー対応に係る改修　１件　864千円
・集会所の改造・増築・修繕　４件　4,917千円

一般財源

14,241 432 13,809

評価 項　　　目 評価の理由・評価に関する説明

継
続
性

3 集会所整備の需要が継続して見込まれることや、住民
主体のまちづくりを進めていくためには、今後も継続して
いく必要がある。

3

3

成
果

4 コミュニティ活動の拠点となる集会所の整備補助を行うこ
とで、コミュニティ振興を図ることができ、良好な地域社
会の維持および形成に寄与することができる。

4

4

3 市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

効
率
性

4

住民の自治意識を醸成し、住民主体のまちづくりを推進
する観点から効率的な手法である。

3

3

3

4

必
要
性

4
集会所整備の需要は高く、類似する補助制度もないた
め、優先的に実施すべきである。

3

3

妥
当
性

1

草津市協働のまちづくり条例および草津市協働のまち
づくり推進計画に定められた基礎的コミュニティを活性
化させるための財政的な支援であるため。

3

4



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

草津市コミュニティ助成事業補助金は（一財）自治総合センターの助成採択を前提としている
が、採択件数が当初見込みより減少（２件→１件）したため。

◆平成２９年度
　事業費（千円）

合計 国県 市債 その他 一般財源 合計 国県 市債 その他 一般財源

11,392 6,100 5,292 9,082 4,400 4,682

合計 国県 市債 その他 一般財源 合計 国県 市債 その他

前年度比 82% 74%

内訳・詳細

・草津市コミュニティ助成事業補助金（設備支援）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,300千円
・草津市コミュニティ振興交付金（上下水道料金支援）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,518千円
・印刷製本費（まちづくり資料集の発行等）　239千円
・その他事務費（臨時職員１名他）　　　　　3,338千円

・草津市コミュニティ助成事業補助金（設備支援）
　                                                        2,300千円
・草津市コミュニティ振興交付金（上下水道料金支援）
　                                                        1,495千円
・印刷製本費（まちづくり資料集の発行等）    139千円
・その他事務費（臨時職員１名他）             2,749千円

事業の目的

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

　
　良好な地域社会の形成や住民福祉の増進、地域の連帯感の醸成など住民主体のまちづくりを支援していくこ
とを目的とする。

事業の内容
（取組）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

　（一財）自治総合センターの助成金（宝くじ助成）を活用した補助事業の実施（補助率　１０／１０）
　集会所で使用される上下水道料金の負担軽減に関する事業の実施
　コミュニティ活動や運営の参考となるまちづくり資料集の発行

一般財源

予算・決算額 9,395 4,300 5,095 6,683 2,300 4,383

当初予算の状況 決算の状況・実績

当初予算における区分  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

事務事業 56 コミュニティ活動推進費

予
算
科
目

会計 1 一般会計

体
系

総務費 基本方針 基礎的コミュニティの活性化

項 1 総務管理費 施　　策 基礎的コミュニティ活動の支援

　
総
合
計
画

分　　野 コミュニティ・市民自治

款 2

事業の背景

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

　
　誰もが安心し、快適に暮らせるまちづくりの実現のため、町内会活動への期待は高まっており、町内会による
コミュニティ活動や運営に対する支援の必要性がある。

事業の対象

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

　
　町内会によるコミュニティ活動

目 9 自治振興費

平成３０年度実施事業調査シート

No.
項目名 コミュニティ振興費

主要な施策の
20

担 当 まちづくり協働部
まちづくり協働課18 成果　ページ 部 署



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

事業実施効果

　・草津市コミュニティ助成事業補助金　　平成３０年度　１件　2,300千円（平成２９年度　２件　4,400千円）
　・草津市コミュニティ振興交付金　平成３０年度　１３０件　1,495千円（平成２９年度　１３１件　1,507千円）
　・まちづくり資料集は毎年更新のうえ発行し、全町内会長へ説明および配布し、コミュニティ活動や運営に
おける活用につながった。

事業に対する
市民の意見、反応

　コミュニティ活動を円滑に運営していくための困りごとや悩みごとに対する相談や、他の町内会の事例やア
ドバイスを受けることができ役立っている。
　また、草津市コミュニティ助成事業補助金（設備支援）や草津市コミュニティ振興交付金（上下水道料金支
援）を活用することで、地域で優先的に取り組む必要がある事業の資金確保につながり、効率的に活動をし
ていくことができる。

事業の今後の
課題、将来展望

　町内会等からの相談対応や町内会による円滑なコミュニティ活動の推進のための補助制度を継続しつつ、
社会状況の変化を見極め必要な事業を実施していくことが必要である。

※令和元年度の
予算措置

予算額
（千円）

合計 国県 市債 その他

３０年度比 149%

積算根拠

・草津市コミュニティ助成事業補助金（設備支援）　　　　4,000千円
・草津市コミュニティ振興交付金（上下水道料金支援）　1,553千円
・印刷製本費（まちづくり資料集の発行等）　139千円
・手数料（広報紙配送手数料等）　5,126千円
・その他事務費（臨時職員１名他）　3,222千円

一般財源

14,040 4,001 10,039

評価 項　　　目 評価の理由・評価に関する説明

継
続
性

3 コミュニティ振興を図ることを目的として、当該事業を継
続していく必要があるものの、社会状況の変化を注視
し、町内会のニーズに対応していく必要がある。

3

3

成
果

4
町内会の設備整備や集会所の管理への支援により、町
内会の安定した運営につながっている。

4

4

3 市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

効
率
性

4

町内会に限らず、地域住民からのコミュニティ活動への
相談や苦情対応なども含め、きめ細やかな支援を行っ
ている。

3

3

3

4

必
要
性

3
多様化する住民ニーズに対応するため、町内会の活動
や運営に対する支援の必要性は高い。

3

3

妥
当
性

1

草津市協働のまちづくり条例および草津市協働のまち
づくり推進計画に定められた基礎的コミュニティを活性
化させるための支援であるため。

3

3



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

平成３０年度実施事業調査シート

No.
項目名 コミュニティ活動初期備品整備事業費補助金

主要な施策の
20

担 当 まちづくり協働部
まちづくり協働課19 成果　ページ

総務費 基本方針 基礎的コミュニティの活性化

項 1 総務管理費 施　　策 基礎的コミュニティ活動の支援

部 署

事務事業 56 コミュニティ活動推進費

予
算
科
目

会計

事業の背景

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

　開発に伴う人口増加により町内会の設立が活発となる一方で、設立初期の町内会はコミュニティ活動を行う
ための設備、備品等の購入資金が乏しいことが想定され、初期段階で円滑に地域コミュニティ活動を実施して
いくことを支援するために事業が開始された。

事業の対象

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

　
　市に町内会結成届を提出された年度から起算して３年以内の町内会の設備、備品等の整備に要する経費。

1 一般会計

体
系

　
総
合
計
画

分　　野 コミュニティ・市民自治

目 9 自治振興費 当初予算における区分  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

款 2

事業の目的

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

　新たに結成された町内会、自治会等が自主的に行うコミュニティ活動に要する設備、備品等の整備に要する
経費に対して補助を行うことで、市民が安心して暮らせる安全で快適な地域社会の形成を図ることを目的とす
る。

事業の内容
（取組）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

　①まちの美観・環境保全事業、②町内における情報誌の発行事業、③健康増進・スポーツの振興事業、④文
化振興事業、⑤その他まちづくりの活性化を促す事業の活動に要する経費に対して補助するものである。(補
助率１／３、限度額　90千円)

当初予算の状況 決算の状況・実績

180 0

内訳・詳細
コミュニティ活動初期備品整備事業費補助金

＠270千円×１／３×２町内会＝180千円

コミュニティ活動初期備品整備事業費補助金

　　0千円

合計 国県 市債 その他 一般財源 合計 国県 市債 その他 一般財源

0予算・決算額 180

前年度比 100% 0%

一般財源 合計 国県

180180 180

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

町内会の設立は毎年数件あるものの、設立初期の町内会では活動が低調であることや設備の
保管場所の確保が困難であるなどの理由から、当該事業の利用につながらなかった。

◆平成２９年度
　事業費（千円）

合計 国県 市債 その他 市債 その他 一般財源

180



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

評価 項　　　目 評価の理由・評価に関する説明

必
要
性

2
当該年度の申請件数が０件であることに加えて、他の機
関が実施する当該事業と類似する事業があるため。

2

2

妥
当
性

3

2

効
率
性

2

町内会が初期段階に必要である設備、備品等の購入に
対する補助制度となっており、効率的である。

2

4

3

1

草津市協働のまちづくり条例および草津市協働のまち
づくり推進計画に定められた基礎的コミュニティを活性
化させるための財政的な支援であるため。

3

4

2

2 市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

事業の今後の
課題、将来展望

　今後も宅地開発に伴う町内会設立が見込まれるため、新たに結成される町内会の初期のコミュニティ活動
に対する効果的な支援について、検討していく必要がある。

継
続
性

3
設立初期の町内会のコミュニティ活動を促進するため、
今後も継続していく必要がある。

3

2

成
果

1 当該年度は申請件数が０件であり、事業目的を達成で
きなかったが、今までの実績からコミュニティ活動の初期
支援としての成果は大きい。

事業に対する
市民の意見、反応

　設立初期の町内会は、活動資金の捻出に苦慮し、町内会の経費のみでコミュニティ活動に係る設備、備
品等を購入することが困難であるため、購入補助があることでコミュニティ活動を行うための設備、備品等を
整えることができる。

事業実施効果

　
　初期段階におけるコミュニティ活動の促進を図ることができる。
　
　過去５年間の実績数および対象町内会数
　　平成３０年度　０件　　　0千円　（対象　４町内会）　　　平成２９年度　２件　180千円　（対象　６町内会）
　　平成２８年度　０件　　　0千円  （対象　５町内会）　　　平成２７年度　１件　　86千円　（対象　５町内会）
　　平成２６年度　２件　 107千円　（対象　７町内会）
　

※令和元年度の
予算措置

予算額
（千円）

合計 国県 市債 その他

３０年度比 100%

積算根拠

コミュニティ活動初期備品整備事業費補助金

＠270千円×１／３×２町内会＝180千円

一般財源

180 180



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等） 新たに設立された町内会の多くが、活用されなかったため。

◆平成２９年度
　事業費（千円）

合計 国県 市債 その他 一般財源 合計 国県 市債 その他 一般財源

3,323 3,323 3,142 3,142

合計 国県 市債 その他 一般財源 合計 国県 市債 その他

前年度比 101% 102%

内訳・詳細

自治会活動保険加入補助金

 3,363千円（１８２町内会）

自治会活動保険加入補助金

  3,214千円　（１７３町内会）

事業の目的

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

　
　住民が日常生活の場を通してその地域の共通の目標をもって行うまちづくり活動を通じて市民の自治意識の
高揚を図り、地域社会の健全な発展に資することを目的としている。

事業の内容
（取組）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

　
　町内会が加入された自治会活動保険に対して、保険加入にかかった経費に対して補助するものである。
①（164円×世帯数＋8,650円）×１／２　②保険料×１／２のどちらか低い額を補助金とする。

一般財源

予算・決算額 3,363 3,363 3,214 3,214

当初予算の状況 決算の状況・実績

当初予算における区分  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

事務事業 56 コミュニティ活動推進費

予
算
科
目

会計 1 一般会計

体
系

総務費 基本方針 基礎的コミュニティの活性化

項 1 総務管理費 施　　策 基礎的コミュニティ活動の支援

　
総
合
計
画

分　　野 コミュニティ・市民自治

款 2

事業の背景

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

　
　町内会活動中の事故対応への社会的関心が高まり、住民が安心してコミュニティ活動に参加できる環境を図
ることを目的に、当該事業が開始された。

事業の対象

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

　
　町内会が加入する保険にかかった経費

目 9 自治振興費

平成３０年度実施事業調査シート

No.
項目名 自治会活動保険加入補助金

主要な施策の
20

担 当 まちづくり協働部
まちづくり協働課20 成果　ページ 部 署



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

事業実施効果
　活動中における万が一の事故等に伴う町内会のリスクへの備えをすることができる。
草津市自治会活動保険加入補助金　平成３０年度　１７３件　3,214千円（平成２９年度　１７７件　3,142千円）

事業に対する
市民の意見、反応

　本補助金を活用することで、保険料に対する町内会の負担が小さくなるため、自治会活動保険の加入を
検討している町内会にとっては、加入することの後押しにつながっている。

事業の今後の
課題、将来展望

　リスクへの備えの重要性は今後さらに高まるものと思われ、保険加入のニーズも同時に高まると考えられ
る。今後、保険のサービス内容の変化に注視しつつ、保険加入補助事業を継続し、住民が安心してコミュニ
ティ活動に参加できる環境づくりに寄与する事業の検討を行っていく必要がある。

※令和元年度の
予算措置

予算額
（千円）

合計 国県 市債 その他

３０年度比 101%

積算根拠

自治会活動保険加入補助金

　3,401千円（１８８町内会）

一般財源

3,401 3,401

評価 項　　　目 評価の理由・評価に関する説明

継
続
性

4
町内会活動への参加促進を目指し、さらなるコミュニティ
振興を図ることを目的として、継続していく必要がある。

3

3

成
果

3
住民が安心してコミュニティ活動を行うことができ、コミュ
ニティ振興を図れている。

4

4

2 市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

効
率
性

3

住民が安心してコミュニティ活動に参加できる環境を図
るための効率的な支援の手法である。

4

3

3

3

必
要
性

3 類似する補助制度はなく、平成３０年度は約８０％の町
内会が活用されており、ニーズが高いことから優先的に
実施すべきである。

3

4

妥
当
性

1

草津市協働のまちづくり条例および草津市協働のまち
づくり推進計画に定められた基礎的コミュニティを活性
化させるために必要な事業である。

3

4



■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

情報・交流

施策番号
多様な交流活動の展

開

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

令和2年度

目標値 1

実績値 －

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた令和2年度の取組についての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

（※基準値） 1 1 1

まちづくりの基本方針

分野

21－02－① 基本方針

産学公民との協働によるまちづくりの展開

大学等と行政による共同研究や産学公民との協働により、複合化した課題に対して取り組み、様々な市民活動ととも
に新たな活動の創出を図りながら、まちづくりを展開します。

立命館大学等との共同研究（件）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

アーバンデザインセンター運営事業 草津未来研究所

1 －

立命館大学とともに、データ収集分析等の専門的な知見を活かした共同研究を行うことができた。

大学等との共同研究については、専門的な知識や手法など、大学の有する知見を活用した調査研究が行えたことで、
学術的な分析の深みにも繋がっている。また、新たな拠点としてUDCBKを整備し、産学公民のそれぞれの立場で活躍
する個人や組織が、様々な場面で連携・協力して都市課題の解決に取り組むためのプラットフォームとしての運営も
行っている。

共同研究については、引続き大学等を調整を図りながら調査研究に取り組む。また、産学公民との連携、協働につい
ても、プラットフォームとなるUDCBKにおいて、引続き様々なプログラム等を展開しながら、草津の未来について、様々
な立場から話し合える場を提供し、新たな活動に繋げていく。

　

共同研究推進事業 草津未来研究所
大学の知見を活かし、効果的な調査研
究を進めることができた。

1 1

主要事業 担当課 達成度評価理由

事務事業 担当課
成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

63%

市債 その他 一般財源

国県 市債 その他 一般財源

当該調査研究に必要なアンケート調査・分析業務を行ったこと、また地域別の将来推計人口
算定業務については、見積り合わせを行ったことで経費が抑えられ、不用額は2月補正予算で
減額した。

一般財源 国県市債 その他

一般財源

1,3661,3662,000

100%

2,000

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

◆平成２９年度
　事業費（千円） 2,157

合計合計

2,000

国県

2,157

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署
16

総合政策部
草津未来研究所

情報・交流

多様な交流活動の展開

産学公民との協働によるまちづくりの展開

一般会計

2 総務費

総務管理費
体
系

No.
項目名

21

予
算
科
目

会計

当初予算における区分  新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

主要な施策の

成果　ページ
共同研究推進費

基本方針

　
総
合
計
画

1

47 草津未来研究所運営費事務事業

款

項

目

1

予算・決算額

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

5

市債国県

企画費

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

事業の背景

内訳・詳細

当初予算の状況 決算の状況・実績

・「地域の人的資源」に関するアンケート調査分析業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　  618千円
・アンケート調査郵送代　　　　　　　　　　　　　 221千円
・草津市の地域別将来推計人口算定業務　　527千円

　第５次草津市総合計画内に掲げる「大学などを生かしたまちづくりの展開」のもと、包括協定を締結している
立命館大学の知的、人的資源をさらに活用し、地域の課題解決に向けた調査研究の質的向上を図るため、平
成２２年度から共同研究を実施している。

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

・共同研究・専門的指標分析委託等　2,000千円

事業の目的

事業の内容
（取組）

合計

分　　野

前年度比

施　　策

　「地域活動の活性化に向けた人的資源に関する調査研究」に必要なアンケート調査と分析業務を立命館大
学に委託し、地域別将来推計人口算定業務を専門業者に委託した。
　（アンケート調査概要）
　５０歳以上の７０歳未満の草津市民の中から、小学校区ごとの人口比率等を考慮した２，０００人を無作為抽出
回収数 ７６１件、回収率３８．１％

　
　大学等の専門的な知見を活かしたデータ収集や分析等を行うことで、調査研究の質的向上を図る。

その他 合計

　・大学等との共同研究
　・調査研究に必要なアンケート調査、調査票の作成、および集計と分析業務
　・専門的な知識を必要とする分析業務

2,000

事業の対象



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

合計

2,000

３０年度比 100%

積算根拠

予算額
（千円）

一般財源その他市債

評価の理由・評価に関する説明

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

4

当該事業は、草津市の中長期的な課題解決に向けた
政策立案をするための基礎資料として必要である。

大学などを生かしたまちづくりの展開として、当該事業は
第５次総合計画に位置付けられており、草津市の中長
期的な課題解決に向けた取組として妥当である。

項　　　目評価

2

3

効
率
性

3

3

3

3

継
続
性

3

3

必
要
性

2

2

3

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

　調査研究内容については、その時代の社会状況の変化も見ながら毎年異なるテーマで研究していること
から、大学等には調査・分析業務といった単発的な委託内容となっている。共同研究として、より精度を高め
ようとすると、テーマ選定の段階から大学等と十分な調整を行い、また大学の研究機関等と対等な立場が形
成されるよう、職員のレベルアップを図り、複数年かけて取り組んでいく必要がある。

3

3

3

成
果

3

4

調査研究報告書に活用され、必要とする部署に参考資
料として提供している。

　アンケート調査分析業務の結果は、「地域活動の活性化に向けた人的資源に関する調査研究報告書」の
参考資料として、地域別将来推計人口算定業務の結果は、必要とする部署に参考資料としてそれぞれ活
用された。

　市民アンケート調査について、５０歳以上７０歳未満の２，０００人を対象に実施したところ、７６１件の回答が
あり、回収率は３８．１％で関心の度合いはやや高い結果であった。

妥
当
性

1

調査研究の質的向上を図る上で、大学等の知見を活か
すことは効率的である。
また、将来推計人口の算定業務については、複数業者
による見積り合わせを行っている。

調査研究内容は、社会状況の変化も視野に入れて、毎
年異なるテーマで研究しているため、その都度、内容に
沿ったデータ収集や分析等を行う必要がある。

国県

2,000

・共同研究・専門的指標分析委託等　　2,000千円



 ■ 基本事項（事業の位置づけ）

↑該当するものを○で囲んでください

 ■ 事業概要（実施内容）

 ■ 予算・決算状況

事業費（千円）

13,357

セミナー等での意思疎通支援者不要分、社会実験事前調査事業の提案数の減、テナント賃借に
係る光熱費の費用が抑えられたこと等による減。

（事業開始の背景は？実施に至った経緯は？）

　
　交通の利便性や大学立地等の本市の強みを生かしながら、草津の未来のまちのデザインを考えるために、産学
公民のそれぞれの主体が、気軽に自由に話し合い交流する場として平成２８年１０月に活動を開始した。

（事業の対象、範囲となる人や物は何なのか？）

　・産学公民のそれぞれの立場で活動する人や組織
　・課題解決のために新たなつながりを求める人や組織

内訳・詳細

当初予算の状況 決算の状況・実績

・UDCBK事業運営懇話会 ３回　188千円
・UDCBK事業法人化検討ワーキング部会 ３回 61千円
・アーバンデザインスクール開催　１０回　285千円
・未来創造セミナー開催　１２回　165千円
・UDCBK社会実験事前調査事業　３事業　590千円
・UDCBKテナント賃料（光熱水費含む）　9,046千円
・その他運営管理　3,541千円

前年度比

事業の対象

事業の目的

事業の内容
（取組）

事業の背景

一般財源

・UDCBK事業運営懇話会　３回　302千円
・UDCBK事業法人化検討ワーキング部会 ４回 78千円
・アーバンデザインスクール開催　１０回　743千円
・未来創造セミナー開催　１６回　583千円
・UDCBK社会実験事前調査事業　６事業 1,000千円
・UDCBKテナント賃料（光熱水費含む）　9,495千円
・その他運営管理　3,851千円

合計

予算・決算額

市債

1,163

国県 一般財源

519

5

　
総
合
計
画

1

47 草津未来研究所運営費事務事業

No.
項目名

22

予
算
科
目

会計

款

項

目

1

2

企画費

分　　野

主要な施策の

成果　ページ
アーバンデザインセンター運営費

基本方針

施　　策

当初予算における区分

体
系

情報・交流

多様な交流活動の展開

産学公民との協働によるまちづくりの展開

一般会計

総務費

総務管理費

平成３０年度実施事業調査シート

担 当

部 署

 新規施策 ・ 拡大施策 ・ 重点施策 ・ その他

16
総合政策部
草津未来研究所

◆平成２９年度
　事業費（千円） 503 48,117

合計

合計

13,87614,889

32%

一般財源

国県 市債 その他

合計

50,533

国県

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか？）

（どういった仕事の内容を、どのような手法・やり方で実施したのか？）

　産学公民のそれぞれの主体が、気軽に自由に話し合い交流する場を提供し、新たな出会いや発想の生まれる
空間づくりに努めるとともに、サードプレイスとしての役割を果たした。また、アーバンデザインや健幸をキーワード
として、様々なテーマでセミナーを開催し、市民等からの提案を、社会実験をデザインするための事前調査につな
げるとともに、大学等と協議を行った。

　複合化・複雑化した都市課題に対して、産学公民のそれぞれの立場で活動する個人や組織が、様々な場面で
連携・協力・協働して解決に取り組むためのプラットフォームが確立され、市内の様々な場所に対して都市空間の
デザインの実践と支援を行うことを目的とする。

◆「当初予算額」と「決算額」の
　増減理由（事業の進捗状況等）

その他

市債 その他

29%

16,052

48,620

国県 市債 その他 一般財源

1,208 49,325



 ■ 事業所管部署による評価

市民ニーズが高い

市の他の政策よりも優先的に実施すべきである

対象および内容が類似する事業がない

法令により実施することが義務付けられている

法令に定められた市の責務を具現化して実施する事業である

上位計画に明確に事業が位置づけられている

国・県・民間の類似サービスと重複していない

他の手法に比べて効率のよい事業手法である

コスト削減の余地はない

受益者一人当たりのコストは適正である

受益者負担や補助の割合に問題はない

事業を継続することで、さらなる効果が見込まれる

所期の目的を達成しておらず、引き続き実施する必要がある

社会状況の変化に対応した事業内容である

当該年度の事業目的を達成できた

受益者の評価が得られている

費用対効果が大きい

↑次の4段階により該当する数値を記入してください。

（4.よく当てはまる。　3.およそ当てはまる。　2.あまり当てはまらない。　1.ほとんど当てはまらない。）

 ■ 事業実施効果および課題、将来展望

※　当該事業が平成３０年度に終了した場合は、当該事業に代わって措置した予算や関連予算を記載してください。

3

3

3

中長期の視点で産学公民すべてが対象となっており、
効率性の考えはなじまない。

産官学公民連携で草津市の将来のイメージを共有する
プラットフォームの必要があるため。

必
要
性

3

2

3

市民の基本的生活の維持・確保に必要な事業、または内部事務である

4

JR南草津駅を中心とするにぎわい拠点の一端を担って
おり、地域の構想や実践への支援を通じて産学公民連
携のもと、地域主体のまちづくりを行っている。

UDCBKの設置とその取組については、第５次草津市総
合計画等に明確に位置付けられているが、市が直営で
行うことの義務付けはないため、法人化の方向性を検討
している。

3

※令和元年度の
予算措置

事業実施効果

事業の今後の
課題、将来展望

事業に対する
市民の意見、反応

　セミナー等の参加者の広がりをもたせるため、新しい発想を取り入れた事業や産学公民をつなぐＵＤＣＢＫの
強みを生かした取組を展開していく必要がある。また、法人化については、メリットとデメリットを洗い出しした結
果、現段階では運営体制や資金等の課題があるため時期尚早であり、さらに詳細に検討する必要が生じたた
め、多様な組織形態を念頭に置きつつ、検討を続けていく必要がある。
　これらのことに対応し、産学公民連携の促進と、誰もが草津の未来について自由に語り合える拠点づくりとし
てのUDCBKの機能がさらに深化するよう、商工会議所等を通じて随時個々の事業者に直接情報を伝達するこ
とや、フェイスブックで週２回程度情報発信をする等、情報発信の頻度を上げ、さらに創造的に場所を活用して
もらえるようにする。

3

4

3

成
果

妥
当
性

1

3

3

中長期の視点で草津の将来のイメージを共有している
ため、一概に費用対効果は表せないが、利用者からは
一定の理解が得られている。

　未来創造セミナー、アーバンデザインスクールおよび社会実験事前調査について、おおむね計画どおり実施
できており、その結果、平成３０年度の１日あたりの施設利用者の実績が前年度比１４．７人増の３８．２人となる
など、本市の未来のまちづくりを考える意識の醸成を図ることができた。
　また、高校生と外国人や、高校生と大学生、社会人等、利用者同士や市職員の仲介によって、普段の生活で
は出会えないような新たな出会いが生まれ、コミュニティ振興につながる事業の展開が数々生まれつつある。

　UDCBKについては、草津市の未来のまちづくりについて、産学公民の様々な立場の方が集い、学び、語り
合う場として施設利用者への理解は徐々に広がっているが、施設利用者以外への周知等については課題が
あり、さらに多くの方への理解の促進をしていくとともに、具体的な事業で連携・協力・協働を進めていく必要が
あるとの意見がある。

3

3

2

効
率
性

継
続
性

3

項　　　目評価 評価の理由・評価に関する説明

・UDCBK事業運営懇話会　３回　281千円
・アーバンデザインスクール開催　１０回　743千円
・アーバンデザインセミナー開催　１８回　398千円
・UDCBK社会実験準備事業等　９事業　1,000千円
・UDCBKテナント賃料（光熱水費含む）　9,157千円
・その他運営管理　4,209千円

合計

15,788

３０年度比 98%

一般財源その他市債国県

1,070 14,718

積算根拠

予算額
（千円）


